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＜地震災害対策編の内容について＞ 

 

地震災害は、地盤の変動の発生等により、様々な災害が発生するものである。一方、風水害等

については、集中豪雨及び台風等が要因となり、河川等の氾濫、ため池の決壊並びに急傾斜地崩

壊（がけ崩れ）及び地すべりなどの土砂災害が発生するものである。 

したがって、要因は異なっているものの、現象としては風水害等とおおむね同様の被害ととら

えられ、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害復興に関する各段階で取組むべき施策内容

は、地震災害と風水害等とではおおむね同様とみなすことができる。 

 そこで、地震災害対策各編では、風水害等災害対策編と同様の内容となる各節等の詳細につい

ては省略し、地震災害対策において特有な施策内容の部分のみを特に掲示するものである。 

なお、省略した内容については、風水害等災害対策編中の表記に関し、例えば「風水害」を「地

震」及び「地震災害」、「風水害に対する安全性」を「耐震性」などとして、必要に応じ読み替

えるものとする。 

 

 Ѹ 
 

 ǵ ǯ  

 

平成 23年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震と地震に伴い発生した大津波( 以下、東

日本大震災という。) は、人知を超えた猛威をふるい、宮城県内で 1 万人を超える多くの人命を

奪い、県土及び県民の財産に甚大な被害を与えた未曽有の大災害であった。本町においても、

死者 1 名、負傷者 5 名の被害者を出し、生活基盤や建築物等への被害も各地で発生した。 

このような災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるが、今後は、東日本大震災をはじめ

とした過去の災害における教訓を踏まえ、衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに、

強い揺れや長い揺れを感じた場合に、迷うことなく迅速かつ自主的にできるだけ安全な場所に

避難を開始する等、避難行動をとることの重要性を啓発し、町民一人ひとりの自覚及び努力を

促すことによって、被害を軽減していくことを目指していく。 

また、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被

害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命

が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、様々な対策を組

み合わせて災害に備え災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめていく。 

 

 ǵ  

本計画は、町民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある大規模地震災害に対処

するため、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223号）第 42 条の規定に基づき大郷町の地域に

係る防災対策に関し、町及び町内の公共機関等の業務の大綱及び処理すべき事務を定め、地震

の発生時には、住民の協力を得て密接な連携のもとで総合的かつ総力を挙げ応急対策を実施し、

町土並びに町民の生命、身体、財産を保護し、被害を軽減することを目的とする。 

なお、この計画は大規模地震災害に対処することを前提に策定したものであるが、大規模地
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震災害に至らない場合であってもこの計画を準用しながら対処する。 

また、この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成 16 年法律第 27号）第 6 条第 1 項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺

海溝型地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）について、当該地震に係る地震防

災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項を等定め、当該地域における地震防災対策の

推進を図るための推進計画を兼ねる。 

 

 ǵר  

本計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223号）第 42 条の規定に基づく「大郷町地域

防災計画」の「地震災害対策編」として、大郷町防災会議が策定する計画であり、大郷町の地

域における地震の防災対策に関して、総合的かつ基本的な性格を有するものである。また、本

計画は、防災関係機関がとるべき地震防災対策の基本的な事項及びこれら関係機関相互の緊密

な連絡調整を図るために必要な、基本的大綱を示すものであり、防災関係機関は、この計画に

基づき、具体的な計画を定め、その推進を図る。 

町では、地震災害の特殊性を考え、住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互い

を守る「共助」そして国や地方公共団体等行政の施策としての「公助」が適切に役割分担され

ている防災協働社会の形成による減災の観点にたち、ソフト対策とハード対策のとりうる手段

を組み合わせ、地域の特性等を踏まえつつ一体的に取り組んでいく体制や仕組みを構築するこ

とにより地震防災対策を推進する。また、防災機関の間、住民等の間、住民等と行政の間で防

災情報が共有できるように必要な措置を講ずる。 

 

 ǵʹ  

本計画は、災害対策基本法第 42条の規定並びに日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地

震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、定期的に検討を加え、必要があると認めると

きはこれを修正し、地震防災対策の確立に万全を期す。 

 

 ǵ  

１ 本計画は、本編と資料編で構成する。 

２ 本編の構成は、次のとおりとする。 

第１章 総則 

第２章 災害予防対策 

第３章 災害応急対策 

第４章 災害復旧・復興対策 

 

 Ḩ  

大規模災害は、時として人知を超えた猛威をふるい、多くの人命を奪うとともに、町土及び

町民の財産に甚大な被害を与えてきた。災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるが、衆知

を集めて効果的な災害対策を講じるとともに、一人ひとりの自覚及び努力を促すことによって、

できるだけその被害を軽減していくことを目指す。 
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また、地域全体のインフラ強化、地域住民の自助・共助力の発揮、行政機関の業務継続力の

強化等による災害からの復元力の向上のほか、被災地の迅速かつ円滑な復興の推進を図るため、

地域が主体となりつつも町・県・国・その他関係機関等が総力を結集して、町勢の復興とさら

なる発展を目指す。 

 Ƽ ƽǲׄǘǦᾍ ǵ  

東日本大震災の教訓を踏まえ、同規模の地震を想定した防災体制の確立を図るとともに、そ

ういった最大クラスの地震に対しては、被害を最小化し迅速な回復を図る｢減災｣の考え方に基

づき、対策を講じることが重要である。 

そのため、耐震化等のハード対策によって地震による被害をできるだけ軽減するとともに、

それを超える地震に対しては、防災教育の徹底等、ソフト対策により生命及び身体の安全を守

ることを最優先に、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、ハード対策・ソフト対策

を組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

また、科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図る。 

 ὡꜘלᾍ Ʋ ὡⱥ ɵⱥ ș ǒǫЛ ǲ ǍǦȈǵ̱Ѱ ρ 

地震による被害を軽減するためには、地震が発生した場合に、迅速かつ円滑に災害応急対策、

災害復旧・復興を実施するための備えを十分に行う必要がある。 

そのため、避難情報の情報伝達体制や地震観測体制の充実・強化を図るとともに、過去の災

害対応の教訓の共有を図るなど、具体的かつ実践的なハザードマップの整備、防災教育、防災

訓練や計画的かつ継続的な研修の実施、避難場所や避難所・避難路の整備等のまちづくりと一

体となった地域防災力の向上に努める。 

 Ẏ ὡ ǲǑǘȒⅎḢꜘ ̱ѰǵϹὕɵ▌ӓ 

東日本大震災の教訓を踏まえ、想定外の大規模災害が起きても、行政、防災機関が的確に対

応できる体制を整えなければならない。 

そのため、近隣市町村のみならず、県の区域を越えた地方公共団体間における災害時相互援

助協定の締結等により、広域応援について円滑に実施できる体制を構築するほか、災害に備え、

多種・多様な団体との災害時の応援協定の締結を推進し、その実効性の確保に留意する。 

 ǿǵ ɵ Ǳ Ḹ̟  

大規模地震発生時においては、地震の状況や被害、二次災害の危険性に関する情報、安否情

報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関、スーパーマーケット、ガ

ソリンスタンドなどの生活関連情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規

制、被災者生活支援に関する情報等、多様な情報に関し、流言飛語等、曖昧で不確実な内容で

の情報が広まることにより、社会的混乱が生じる問題がある。 

これを防止し、民心の安定を図るとともに、被災地の住民等の適切な判断と行動を助け、住

民等の安全を確保するために、正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動に

努める。 

 ҞɵВҞǲȏȒ֝ Ȇǵ▌ӓ 

大規模災害時に町民の命を守ることは、行政による応急活動だけでは困難であり、町民一人

ひとりが防災に対する意識を高め、町民、事業者自らがそれぞれ事前の対策で被害を減らすと

ともに、行政も後押しすることが必要である。 

そのため、町、県、国及び防災関係機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するこ
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とと合わせ、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、「自らの命は自らが

守る」という意識の徹底や地域の災害リスクととるべき避難行動等についての理解促進、町民、

事業者等様々な主体による「自助」・「共助」の取組みを強化するとともに、町民等の協働に

より、組織・団体が積極的に地域を守るような社会の構築を推進する。 

 ˘ ὡǵ  

大規模地震の発生時おいては、地震又は降雨等による水害・土砂災害、地震による建築物、

構造物の倒壊等、地盤沈下による浸水等、二次災害発生の可能性が高まる。 

これを防止するため、二次災害を防止する体制の整備や資機材の備蓄を行うとともに、迅速

かつ円滑な応急対策を実施するための通信施設等、及び二次災害を防止するための町土保全施

設等に加え、被災者の生活確保のため、ライフライン及び公共施設の応急復旧を迅速に行う。 

 ǒǫ ўǱ ὡ∕ ы  

大規模地震発生時においては、災害により生じた廃棄物（以下「災害廃棄物」という。）が

大量に発生し、救助活動や応急対策活動等に著しい支障を与える。 

そのため、災害廃棄物の発生を抑制するために建築物の耐震化等に努め、大量の災害廃棄物

の発生に備えるために広域処理体制を確立する。 

 ǿǵᾍꜘ 

高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦、アレルギー等の慢性疾患を有する者等、特に

配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）については、避難に関する情報伝達、避難時の

支援、孤立集落や孤立地区での二次災害、指定避難所等での健康維持等、様々な過程において、

多くの問題が介在している。 

そのため、平常時から要配慮者に関する情報の把握及び関係者との共有を図り、要配慮者の

避難対策の充実・強化、防災、医療、保健、福祉等の各専門分野の連携による支援体制の整備

や方策の検討、情報伝達、物資、指定避難所や応急仮設住宅等における配慮等が必要である。 

また、被災者の年齢、性別、障害の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズや多

様性に適切に対応する。 

 ₑ ɵȢɱȽɶɋɁɆ ǵ Ḹ ͬɋɁɆɭɶȭǵ ӓƲ Ὀ ǵϹὕ 

大規模地震災害時においては、情報伝達を確実に行うことが重要となる。 

災害時における情報通信の重要性にかんがみ、緊急速報メールが有する一斉同報機能を活用

して、広く普及している携帯電話で避難情報を伝達する等、携帯電話、インターネット等の情

報通信ネットワークを活用し、伝達手段の耐災化、多重化、多様化を図る必要がある。 

また、効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、ＳＮＳなど災害対応に必要な

情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備に努め

る。 

10 ֻ ὡǵ  

災害対応においては、最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びその災害によって

引き起こされる被害を的確に想定し、それに対する可能な限りの備えを行わなければならない。 

その際、一つの災害が他の災害を誘発し、それぞれが原因となり、あるいは結果となって全

体としての災害を大きくすることを意識し、より厳しい事態を想定した対策の実施を考慮する。 

11 ẉ Ǳʺ̱ǵ֓ ǲȏȒ ̱Ѱǵ  

地域における生活者の多様な生活者の視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向
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上を図るため、町防災会議に占める女性の割合を高めるように取り組む等、防災に関する政策・

方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者、障がい者等の参画を拡大し、男女共同参

画や多様な生活者の視点を取り入れた防災体制の確立に努める。 

また、町は、男女共同参画の視点から、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し災害

対応について庁内及び指定避難所等における連絡調整を行う。 

12 ǒǫЛ Ǳⱥ ɵⱥ  

被災地の復旧・復興については、被災者の生活再建を支援し、再度災害の防止に配慮した施

設の復旧等を図り、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりを目指す。ま

た、災害により地域の社会経済活動が低下する状況にかんがみ、可能な限り迅速かつ円滑な復

旧・復興を図る。 
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 ֺ ǵ☻Ҋǯ ҵẎ  
 

  

地震災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、町及び防災関係機関は防災体制を整備し、

防災関係機関相互の連携を強化していく。また、防災関係機関の処理すべき業務の大綱を明確

にし、地震災害防止のため相互に協力する。 

 

  

 ̝  

大郷町防災会議は、町長を会長として災害対策基本法第 16条第 6 項の規定に基づく大郷町防

災会議条例（昭和 38年条例第 9 号）第 3 条第 5 項に規定する機関の長等を委員として組織する

もので、町における防災に関する計画を作成し、その実施の推進を図るとともに、町の地域に

係る防災に関する重要事項の審議等を行うことを所掌事務とする。 

 ὡᾍ  

町内において、災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれがある場合は、災害対策基

本法に基づく大郷町災害対策本部及び関係機関の防災組織をもって応急対策を実施する。 

また、局地災害の応急対策を強力に推進するため、特に必要と認めるときは、現地災害対策

本部を設置する。 

災害対策本部等の組織及び運営等については、災害対策基本法第 23条の 2 第 8 項の規定に基

づく大郷町災害対策本部条例及び防災関係機関において定めておく。 

  

.1   

  

 

 ֺ ǵ☻Ҋ 

 Ẏ  

町は、防災の第一義的責任を有する基礎的地方公共団体として、その地域並びに町民の生命、

身体及び財産を地震災害から保護するため、防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て

防災活動を実施する。 

  

消防法（昭和 23年法律第 186号）に基づく消防活動を実施する場合は、本町消防団及び黒川

地域行政事務組合消防本部がこれに当たり、本町消防団の組織及び運営については、本町条例

及び本町地域防災計画の定めるところによる。 

  

水防法（昭和 24年法律第 193号）に基づく水防活動を実施する場合は、上記消防機関がこれ

に当たる。 

 ǵ  

県の機関は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに県民の生命、身

体及び財産を地震災害から保護するため、防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て防
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災活動を実施するとともに、町及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務

を援助し、かつ、その総合調整を行う。 

 ὑ᷂  

指定地方行政機関は、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力して防災活動を

実施するとともに、町の活動が円滑に行われるよう支援、協力、指導及び助言する。 

 ὑЏВ ֗Ǻ ὑ᷂ ЏВ  

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性及び公益性にかんがみ、自ら防災

活動を行うとともに、町の活動が円滑に行われるように協力する。 

 ЏВ ᶧ̱֗Ǻ ʣ Ǳ ǵ  

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等は、平素から災害予防体制の整備を図るととも

に、災害時には、防災対策業務を行い、町その他の防災関係機関の防災活動に協力する。 

  

町民一人ひとりは、「自らの命は自らが守る」ということを基本に、地震災害に関する知識、

災害に対する平素の心得や災害発生時の心得等、平常時から地域、家庭、職場等で風水害等の

災害から身を守るために、積極的な取組みに努める。 

また、3 日分の食料や生活物資の備蓄、非常持出品の準備等、家庭での備え及び安全対策に

努める。 

地域内の住民は、自主防災組織や防災訓練への参加、自発的な被災者の救助・救急活動への

協力等、それぞれの立場において防災に寄与するように努める。 

さらに、過去の災害から得られた教訓の伝承や災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害の

復旧に寄与するよう努める。 

 ̔  

企業は、災害時の企業の果たす役割( 生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢

献・地域との共生) を十分に認識し、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化等に加

え、災害時の緊急時に重要業務の継続・早期復旧を達成するための事業継続計画（ＢＣＰ）の

策定・運用及び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の構築等に努めることにより、予想被害から

の事業復旧の手順化、取引先とのサプライチェーンの確保を行う等事業継続力の向上に努める。 

また、災害発生時における帰宅困難者対策として、従業員等を一定期間事業所等内に留めて

おくことができるよう、平常時からの積極的な広報や必要な物資の備蓄等に努める。 
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 ͜ ǵ ҵẎ  

 Ẏ  

機関名 業 務 大 綱 

大郷町 

1 大郷町防災会議及び災害対策本部に関する事務 

2 防災に関する組織の整備及び住民の自主防災組織の育成・指導 

3 防災に関する施設・設備の整備 

4 防災訓練並びに防災上必要な教育及び広報の実施 

5 災害情報の収集・伝達及び広報並びに被害状況の調査及び県災害対策本部に対

する報告 

6 避難情報の発令並びに指定避難所等の開設 

7 避難対策、消防・水防活動等防災対策の実施 

8 被災者に対する救助及び救護並びに復興援助 

9 水、食料その他物資の備蓄及び確保 

10 清掃、防疫その他保健衛生の実施 

11 危険物施設等の保安対策及び災害発生時における被害の拡大防止のための応

急対策 

12 町立学校、認定こども園・保育園の応急教育・保育対策 

13 自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備 

14 被災宅地危険度判定及び被災建築物応急危険度判定業務に関する事務 

15 その他災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置 

大郷町教育委員会 

1 町立学校施設等の災害対策 

2 町立学校の児童及び生徒（以下「児童生徒等」という）」の安全対策 

3 町立学校教育活動の応急対策 

4 社会教育施設、社会体育施設の災害対策 

 

 ɵ ό 

機関名 業 務 大 綱 

黒川地域行 

政事務組合 

消防本部黒川消防署 

1 消防計画の策定に関すること 

2 災害の予防、警戒、防ぎょに関すること 

3 警戒、警報等の広報、伝達に関すること 

4 要救助被災者の救出、救助に関すること 

5 傷病者の救出、搬送に関すること 

6 危険物の保安、応急対策に関すること 

大和警察署 

1 災害情報の収集、伝達 

2 被災者の救出及び救助 

3 行方不明者の捜索 

4 死体の検視・見分調査 

5 交通規制、緊急交通路の確保及び交通秩序の確保 

6 犯罪の予防、その他社会秩序の維持 

7 避難誘導及び避難場所の警戒 

8 危険箇所の警戒 

9 災害警備に関する広報活動 
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 ʝ ˗ҵ ֻ 

機関名 業 務 大 綱 

黒川地域 

行政事務組合 

1 廃棄物、し尿処理対策 

2 遺体等の火葬対策 

 公立黒川病院 
1 医療、救護活動 

2 防疫及び保健衛生の指導、協力 

 

 ὟḜ ǵ  

機関名 業 務 大 綱 

宮城県 

1 宮城県防災会議の事務 

2 宮城県災害対策本部の事務 

3 防災に関する施設・設備の整備 

4 通信体制の整備・強化 

5 防災訓練並びに防災上必要な教育及び広報の実施 

6 情報の収集・伝達及び広報 

7 自衛隊への災害派遣要請 

8 防災に関する物資・資機材の備蓄及び供給の促進 

9 公共施設等の防災措置及び災害復旧事業の計画・実施 

10 交通及び緊急輸送の確保 

11 災害救助に関する物資の備蓄・整備及び被災者に対する救助並びに救護・救援 

12 火薬類・高圧ガス・危険物施設等の保安対策及び被害の拡大防止のための応急

対策 

13 保健衛生、文教対策 

14 自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備 

15 市町村及び防災関係機関等が実施する防災事務又は業務の調整 

16 被災建築物応急危険度判定事務、被災宅地危険度判定事務に関する支援 

17 その他災害発生の防ぎょ又は拡大防止のための措置 

 

宮城県警察本部 

1 災害情報の収集、伝達 

2 被災者の救出及び救助 

3 行方不明者の捜索 

4 死体の検視・見分調査 

5 交通規制、緊急交通路の確保及び交通秩序の確保 

6 犯罪の予防、その他社会秩序の維持 

7 避難誘導及び避難場所の警戒 

8 危険箇所の警戒 

9 災害警備に関する広報活動 

宮城県仙台 

地方振興事務所 

1 災害情報の収集 

2 消防対策 

3 各防災関係機関との連絡調整 

4 食料対策 

5 農業用揚・排水施設対策 

6 土地改良事業対策 

7 その他農林業対策 

宮城県仙台北 

県税事務所 
1 県税の減免措置 

宮城県仙台 1 災害救助法に基づく救助事務 
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機関名 業 務 大 綱 

保健福祉事務所 

（塩釜保健所） 

（塩釜保健所 

黒川支所） 

2 その他生活福祉対策 

3 医療救護対策 

4 防疫対策 

5 給水対策 

6 廃棄物処理対策 

7 その他保健環境対策 

宮城県仙台家畜保

健衛生所 

1 畜産振興対策 

2 家畜防疫・衛生対策 

宮城県 

仙台土木事務所 

1 水防対策 

2 住宅対策 

3 交通施設、道路の障害物の除去対策 

4 その他土木、建築関係対策 

宮城県 

仙台教育事務所 

1 被害状況の連絡及び災害復旧に関する情報提供 

2 児童生徒等、教員の避難状況の報告 

3 その他仙台教育事務所が所管する防災に関すること 

宮城県中南部 

下水道事務所 

1 所管する下水道施設の防災対策及び復旧対策 

2 被害状況の連絡及び災害復旧に関する情報提供 

宮城県大崎広域 

水道事務所 

1 所管する水道施設の防災対策及び復旧対策 

2 被害状況の連絡及び災害復旧に関する情報提供 

 

 ὑ᷂  

機関名 業 務 大 綱 

東北管区警察局 

1 災害状況の把握と報告連絡 

2 警察官及び災害関係装備品の受支援調整 

3 関係職員の派遣 

4 関係機関との連絡調整 

東北総合通信局 

1 放送･通信設備の耐震性確保の指導 

2 災害時における重要通信確保のための非常通信体制の整備 

3 通信システムの被災状況等の把握及び災害時における通信の確保に必要な措

置 

東北財務局 

1 民間金融機関等に対する金融上の措置要請 

2 地方公共団体の災害対策事業、災害復旧事業等に関する融資 

3 災害発生時における国有財産の無償貸付等 

4 公共土木施設、農林水産施設等の災害査定の立会 

5 財務局が講じた施策に関する被災者への情報提供 

東北厚生局 

1 災害状況の情報収集、通報 

2 関係職員の派遣 

3 関係機関との連絡調整 

宮城労働局 

1 労働者の被災状況の調査及び復旧作業・除染作業による二次災害防止のための

監督指導 

2 地すべり危険箇所・崩壊危険箇所等における工事着手前の事前審査（労働安全

衛生法第 88 条）の強化及び着工後の労働災害防止のための監督指導 

3 事業者からの報告に基づく放射性物質又は放射性物質による汚染物の漏えい

の事故の確認 

4 被災労働者の業務上・業務外及び通勤途上・通勤途上外の早期認定並びに労災

保険金の迅速支払い 
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機関名 業 務 大 綱 

5 労働基準法第 33 条による「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働

許可申請書」の迅速処理と過重労働防止の指導 

東北農政局 

1 農地・農業用水利施設に対する防災対策及び指導 

2 農地・農業用水利施設、共同利用施設等の災害復旧計画の策定及び災害復旧

事業の指導 

3 災害時における食料品・営農資材・家畜飼料等の供給対策、病害虫防除の指導 

4 土地改良資金・自作農維持資金・経営資金・事業資金等災害資金の確保及び指

導 

5 土地改良機械（応急ポンプ等）の貸付及び指導 

6 災害時における応急用食料の調達・供給に関する情報収集・連絡 

東北森林管理局 

（宮城北部 

森林管理署） 

1 山火事防止対策 

2 災害時復旧用材（国有林材）の供給 

3 林道の適正な管理 

東北経済産業局 

1 災害時における復旧資機材・生活必需品及び燃料等の需給対策 

2 産業被害状況の把握及び被災事業者等への支援 

3 工業用水道の応急復旧 

関東東北 

産業保安監督部 

東北支部 

1 災害時における火薬類・高圧ガス・都市ガス及び電気施設等の保安対策及び応

急復旧対策 

2 災害時における都市ガス及び電気施設等の応急復旧対策 

3 鉱山における人に対する危険の防止、施設の安全、鉱害の防止、保安確保の監

督指導 

東北地方整備局 

1 国土交通省所管公共施設等に関する災害情報の収集及び災害対策の指導・協力 

2 直轄河川の改修、ダム等の計画、工事及び維持修繕その他の管理 

3 直轄道路の新設、改修、維持修繕、除雪等、その他の管理 

4 北上川下流、鳴瀬川、阿武隈川下流及び名取川の洪水予報並びに水防警報の 

発表、伝達等の水防に関すること 

5 直轄河川及び直轄道路の災害応急復旧工事の実施 

6 直轄道路の交通確保 

7 直轄河川等災害復旧事業及び直轄道路災害復旧事業の実施 

8 港湾施設、空港施設等の整備 

9 直轄工事中の港湾施設及び空港施設の災害応急対策 

10 大規模地震対策の港湾施設整備による緊急輸送体系の確立 

11 港湾施設、空港施設の災害復旧事業の実施 

東北運輸局 

1 交通施設等の被害、公共交通機関の運行（航）状況等に関する情報収集及び伝

達 

2 緊急輸送、代替輸送における関係事業者等への指導・調整及び支援 

東京航空局 

仙台空港事務所 

1 災害時における航空機による輸送に関し、安全確保のための必要な措置 

2 航空機の運航の安全と正常な航空輸送を確保するための空港の管理及び運用

の補助 

国土地理院 

東北地方測量部 

1 地理空間情報、防災関連情報及び地理情報システムの活用に関すること 

2 復旧測量等の実施に関すること 

仙台管区気象台 

1 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

2 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

3 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、及び

水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説 

4 県や市町村が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 
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機関名 業 務 大 綱 

5 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

東北防衛局 

1 災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整 

2 災害時における所管財産の使用に関する連絡調整 

3 原子力艦の原子力災害に関する通報を受けた場合の関係地方公共団体等への

連絡 

東北地方 

環境事務所 

1 所管施設等の避難場所等としての利用 

2 緊急環境モニタリングの実施・支援 

3 大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に基づく検査・指示 

4 災害廃棄物等の処理状況の把握・必要な資機材等の広域的な支援要請及び調整 

5 愛玩動物の救護活動状況を把握し、関係機関との連絡調整や支援要請等を行う

とともに、救護支援を実施 

 

  

機関名 業 務 大 綱 

自衛隊 

（陸上自衛隊 

第 22普通科連隊） 

1 災害発生時における人命及び財産保護のための救援活動 

2 災害時における応急復旧活動 

3 災害時における応急医療・救護活動 

 

 ὑЏВ  

機関名 業 務 大 綱 

独立行政法人 

国立病院機構  

北海道東北グルー

プ 

1 災害時における独立行政法人国立病院機構の医療、災害医療班の編成、連絡調

整並びに派遣の支援 

2 広域災害における独立行政法人国立病院機構からの災害医療班の派遣及び輸

送手段の確保の支援 

3 災害時における独立行政法人国立病院機構の被災情報収集、通報 

4 独立行政法人国立病院機構の災害予防計画、応急対策計画、災害復旧計画等の

支援 

日本銀行仙台支店 1 災害時における通貨供給及び金融機能の維持に関する対策 

日本赤十字社 

宮城県支部 

1 医療救護 

2 救援物資の備蓄及び配分 

3 災害時の血液製剤の供給 

4 義援金の受付 

5 その他応急対応に必要な業務 

日本放送協会 

仙台放送局 

1 気象予報・警報、災害情報等の放送 

ＮＥＸＣＯ東日本

（東日本高速道路

( 株) 東北支社） 

1 高速道路等の維持管理 

2 高速道路等の交通確保 

3 災害時における情報収集及び伝達 

4 災害復旧工事の実施 

日本郵便( 株)  

東北支社 

（大郷郵便局） 

（大松沢郵便局） 

1 災害時の業務運営の確保 

2 災害時の事業に係る災害特別事務取扱い 

東北電力ネットワー

ク( 株) 仙台北電力セ

1 電力供給施設の防災対策 

2 災害時における電力供給の確保 
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機関名 業 務 大 綱 

ンター 

日本通運( 株)  

仙台支店 

福山通運( 株)  

佐川急便( 株)  

ヤマト運輸( 株)  

西濃運輸( 株)  

1 災害対策に必要な物資の輸送確保 

2 災害時の応急輸送対策 

東日本旅客鉄道

( 株) 仙台支社 

1 鉄道施設の整備保全 

2 災害復旧工事の実施 

3 全列車の運転中止手配措置 

4 人命救助 

5 被災箇所の調査、把握 

6 抑止列車の乗客代行輸送の確保 

7 旅客の給食確保 

8 通信網の確保 

9 鉄道施般の復旧保全 

10 救援物資及び輸送の確保 

11 列車運行の広報活動 

日本貨物鉄道( 株)

東北支社 

1 災害対策に必要な物資の輸送確保 

2 災害時の応急輸送対策 

東日本電信電話( 株)  

宮城事業部 

1 災害に強く信頼性の高い通信設備の構築 

2 電気通信システムの信頼性向上 

3 災害時に重要通信を疎通させるための通信ふくそうの緩和、及び通信手段の確

保 

4 災害を受けた通信設備の早期復旧 

5 災害復旧及び被災地における情報流通について、国、県、市町村及び防災関係

機関との連携 

ＫＤＤＩ( 株)  

( 株) ＮＴＴドコモ 

エヌ・ティ・ティ

・コミュニケーシ

ョンズ( 株)  

ソフトバンク( 株)  

1 電気通信設備の整備及び災害防止 

2 災害時における通信の確保 

3 電気通信設備の復旧 

( 株) イトーヨーカ

堂イオン( 株)  

( 株) セブン－イレ

ブン・ジャパン 

( 株) ローソン 

( 株) ファミリーマ

ート 

( 株) セブン＆アイ

・ホールディング

ス 

1 災害時における支援物資の調達及び被災地への供給等 
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 ὑ᷂ ЏВ  

機関名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

一般社団法人 

宮城県ＬＰガス協会 

（黒川支部） 

1 液化石油ガスの災害防止及び災害時の液化石油ガスの供給確保 

公益社団法人 

宮城県トラック協会 

（仙台支部） 

1 災害時における緊急物資等のトラック輸送確保 

公益社団法人 

宮城県バス協会 

1 災害時における緊急避難輸送確保 

2 災害時におけるバス路線状況の収集及び伝達 

東北放送( 株)  

( 株) 仙台放送 

( 株) 宮城テレビ放送 

( 株) 東日本放送 

( 株) エフエム仙台 

1 災害情報等の放送 

公益社団法人 

宮城県医師会 

1 災害時における医療救護活動 

一般社団法人 

宮城県歯科医師会 

1 避難所における歯科医療救護活動 

2 行方不明者の身元確認 

一般社団法人 

宮城県薬剤師会 

1 災害時における医薬品の管理と供給 

一般社団法人 

宮城県建設業協会 

1 災害時における公共施設の応急対策への協力 

宮城県道路公社 

1 有料道路等の維持管理 

2 有料道路等の交通確保 

3 災害時における情報収集及び伝達 

4 災害復旧工事の実施 

 

 ЏВ  

機関名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

（株）おおさと 

地域振興公社 

1 災害時における緊急避難輸送 

2 災害時におけるバス路線状況の情報収集及び伝達 

3 非常災害時における無線通信による情報の伝達 

 ( 株) ラトリエ 1 避難者の受入れ等（縁の郷） 

一般社団法人 

黒川郡医師会 

1 災害時における医療救護活動 

新みやぎ 

農業協同組合 

1 農作物、家畜等の被害調査及び災害応急対策 

2 災害時における種もみ、その他営農資材、家畜飼料等の需給対策及び 

病害虫防除の指導 

3 食料の確保 

4 災害に伴う営農資金の貸付及びあっせん 

社会福祉法人 

大郷町社会福祉協議

会 

1 災害時における災害ボランティアセンターの設置と被災者ニーズの把握 

2 ボランティアの要請及び関係団体の育成支援 

3 災害ボランティア団体等のネットワーク構築 

4 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の融資 
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機関名 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

宮城県石油商業 

協同組合 

(塩釜支部・黒川支部)  

 

1 応急用燃料の供給確保 

社会福祉施設 

経営者 

1 防災に関する施設の整備と避難訓練等の防災予防の対策 

2 災害時における入所者の避難誘導 

くろかわ商工会 

（大郷事務所） 

1 災害時における商店の被害調査 

2 被災者の生活を確保するための物資のあっせん 

3 中小企業者等の災害復興資金の確保援助 

鶴田川沿岸 

土地改良区 

1 土地改良区の区域内にある農業用排水路・農道・揚水排水機場・用水取水地の

維持管理並びに災害復旧 

宮城県 

農業共済組合 

1 災害による農業災害補償調査 
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断層とは、ある面を境に両側のずれ（くい違い）のみられる地質現象をいい、その中で、地

質時代でいう新生代第四紀（約 260万年前から現在の間）において繰り返し活動し、将来も活

動する可能性のあるものを特に活断層という。 

活断層は、地震の発生源となりうる断層であり、阪神・淡路大震災の震源として注目された

ように今日では、地震の長期予測の観点から存在は特に重要視され、各地域でその認定作業や

活動履歴調査等が進められつつある。 

全国の活断層については、活断層研究会編『新編 日本の活断層』（東大出版会、1991 年）

に詳しく掲載されており、存在の確かさ（確実度）、過去における活動の程度（活動度）等を

評価している。 

本町周辺の活断層について見ると、町を走る活断層はないが、最も近いもので町の南側に県

の第 3 次地震被害想定調査でもとり上げられている「長町－利府線断層帯」がある。長さ 12

㎞で、活断層の確実度（注 3）はⅠ・Ⅲである。東側には「旭山撓曲断層」として、長さ 8 ㎞

の断層が走っている。活断層の確実度（注 3）はⅡである。また北東には、「加護坊山－篦岳

山断層」が存在している。（下表参照） 

地震断層の長さと地震規模には、相関が認められており、巨大地震である濃尾地震（マグニ

チュード 8.0）では、断層系で 80㎞と非常に長い。また、発生した陸域の浅い地震のうち、濃

尾地震、福井地震、鳥取地震や震度 7 を観測した兵庫県南部地震をみると、震度 6 以上の揺れ

の範囲は地震断層の近傍に分布することが多い。その形状と広さは、むしろ軟弱な地盤である

沖積地等新生代第四紀層の分布状況に強く影響されることがわかっている。 

 

ₒ ─ ≤∕─ ₓ 

断層名（注 2） 
確実度 

（注３） 

長さ 

（km） 
走向 

変位方向（注 1） 活動度 

（注３） 隆起側 横ずれ 

① 長町－利府線断層 Ⅰ・Ⅲ 12 NE 
NW 

（>130） 
－ B 

② 大年寺山断層 Ⅰ 8 NE SE（20） － B 

③ 鹿落坂断層 Ⅰ 3 NE SE（6） － C 

⑩ 上品山西断層 Ⅲ 4 NNE E － － 

⑪ 加護坊山－篦岳山断層 Ⅲ 12 NS～WNW SW － － 

⑫ 旭山撓曲断層 Ⅱ 8 NS W（20） － B～C 

（活断層研究会編「新編 日本の活断層」より引用） 

（注 1）「確実度」及び「活動度」を表す記号は後述の説明によるものとし、「走向」及び

「変位方向（隆起側）」における E・W・S・Nは、それぞれ東・西・南・北を意味する。

また「変位方向（横ずれ）」における R・L は、それぞれ右ずれ・左ずれを意味する。 

（注 2）活断層の番号は、下図の活断層分布図の番号を示す。 
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（注 3）確実度と活動度について、日本では次のランクに分けている。 

   確実度 Ⅰ：活断層であることが確実なもの 

              Ⅱ：活断層であると推定されるもの 

              Ⅲ：活断層の疑いのある形状 

      活動度 Ａ：第四紀における平均変位速度（＊） 1～10ｍ／千年 

              Ｂ：            〃                 0.1～ 1ｍ／千年 

              Ｃ：            〃                 0.1ｍ以下／千年 

＊平均変位速度とは、断層の累積変位量をその変位量を得た断層変位基準の形式年代

で割り算したものをいう。 

ₒ ─  ₓ 

│ ─ ⌐  
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昭和 53 年 6 月 12日宮城県沖地震発生後に、国の地震予知連絡会は、同年 8 月に地震の起きる

可能性がほかの地域より高いと考えられる全国 8 地域を「特定観測地域」として選定し、宮城県

東部は「宮城県東部・福島県東部」と指定され、国でもこの地域を震源とする地震を重視してき

た。 

その後、全国的に地震観測網が整備され、現在では県内全市町村に震度計等（87 箇所）が設置

されているほか、沿岸地域には潮位計等（18 基）が設置されている。 

さらに、東日本大震災を受けて、平成 23 年度からは日本海溝海底地震津波観測網(S- net) の整

備が進められ、ケーブル式海底観測装置( 地震計・水圧計) により、北海道沖から千葉県までの沖

合の観測が実施されている。これにより、地震や津波の早期検知と、緊急地震速報や津波警報の

早期発信が期待されている。 

なお、国の中央防災会議においては、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震、日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震、中部圏・近畿圏直下地震の各地震対策大綱を、平成 26 年 3 月、「大規

模地震防災・減災対策大綱」に一本化し、今後の課題として検討すべき施策、個別の具体的な施

策を網羅的に取りまとめ、今後発生するおそれのある大規模地震に対する防災・減災対策が図ら

れている。 

町は防災対策上、地震等観測体制の強化が重要であることから、関係機関と密接に連携した対

応を図る。 
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 ֒ǲǑǘȒ᷂ ὡǵ  

大郷町周辺で発生している地震は、以下のものがあげられる。 

ₒ ≢ ⇔√ ─  ₓ 

年月日 
震源 

（地震名） 

Ｍ 

（マグニチュード） 

本町の被害 

最大震度・本町の震度 

1616年 9 月 9 日 宮城県沖 7.0  

1736年 4 月 30日 仙台市 6.2  

1855年 9 月 13日 宮城県沖 6.9  

1861年 10月 21日 涌谷町 6.4  

1897年 2 月 20日 仙台沖 7.8  

1898年 6 月 23日 宮城県沖 7.8  

1974年 6 月 23日 旧登米郡 4.7  

1978年 6 月 12日 
金華山沖 

（宮城県沖地震） 
7.4 

震度 仙台市 5・石巻市 5 

被害概要（別表のとおり） 

2003年 5 月 26日 宮城県沖 7.1 

震度 石巻市 6 弱 

大郷町 5 弱 

（特に被害なし） 

2003年 7 月 26日 

石巻市 

（旧河南町他） 

（宮城県北部連続地

震） 

1 回目（前震）5.5 
震度 旧鳴瀬町 6 弱 

大郷町 5 弱 

2 回目（本震）6.4 

震度 旧矢本町 6 強 

大郷 5 弱 

被害概要（別表のとおり） 

3 回目（最大余震）5.5 
震度 旧河南町 6 弱 

大郷町 3 

2005年 8 月 16日 
宮城県沖 

（8.16 宮城地震） 
7.2 

震度 川崎町 6 弱 

大郷町 5 弱 

（特に被害なし） 

2008年 6 月 14日 

岩手県内陸南部 

（岩手・宮城内陸 

地震） 

7.2 

震度 栗原市 6 強 

大郷町 4 

（特に被害なし） 

2011年 3 月 11日 
東北地方太平洋沖地

震（東日本大震災） 
9.0 

震度 栗原市 7 

大郷町 6 弱 

被害概要（別表のとおり） 

2011年 4 月 7 日 
東北地方太平洋沖地

震の余震 
7.2  

2021 年 2 月 13日 福島県沖 7. 3  

2021 年 3 月 20日 宮城県沖 6.9  

資料：理科年表、国立天文台編及び活断層研究会「新編 日本の活断層」より引用 
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ₒ 1978 6 12  ₓ 

区  分 被害   区  分 被害額（単位：千円） 

人
的
被
害 

死  者 －人   
家屋 

被害 

住家 96,950 千円 

負
傷
者 

重  傷 －人   非住家 99,734   

軽  傷 －人   計 196,684   

小  計 －人   医療衛生施設 1,519   

住
家
被
害 

全
壊 

戸  数 4 戸   商    工 276,520   

世 帯 数 4 世帯   農    業 174,410   

人  員 14 人   水    産 0   

半
壊 

戸  数 20 戸   林    業 5,587   

世 帯 数 20 世帯   教    育 11,830   

人  員 104人   土    木 4,034,894   

一
部
破
損 

戸  数 692戸   合    計 4,701,444   

世 帯 数 692世帯                                               

人  員 2,531 人                                               

 

ₒ 2003 7 26  ₓ 

区  分 被害   区  分 被害額（単位：千円） 

人
的
被
害 

死  者 －人   
家屋 

被害 

住家 0 千円 

負
傷
者 

重  傷 －人   非住家 0   

軽  傷 －人   計 0   

小  計 －人   医療衛生施設 0   

住
家
被
害 

全
壊 

戸  数 －戸   商    工 0   

世 帯 数 －世帯   農    業 0   

人  員 －人   水    産 0   

半
壊 

戸  数 －戸   林    業 0   

世 帯 数 －世帯   教    育 8,838   

人  員 －人   土    木 22,468   

一
部
破
損 

戸  数 －戸   合    計 31,306   

世 帯 数 －世帯                                               

人  員 －人                                               

 

ₒ 2011 3 11  ₓ 

区  分 被害   区  分 被害額（単位：千円） 

人
的
被
害 

死  者 1 人   
家屋 

被害 

住家 994,601 千円 

負
傷
者 

重  傷 1 人   非住家 626,393   

軽  傷 4 人   計 1,620,994   

小  計 5 人   公 共 土 木 1,845,803   

住
家
被
害 

全
壊 

戸  数 50 戸   農 業 施 設 495,057   

世 帯 数 50 世帯   教 育 350,813   

人  員 159人   下 水 道 108,588   

半
壊 

戸  数 274戸   農集排・浄化槽 190,746   

世 帯 数 274世帯   上 水 道 27,500   

人  員 1,008 人   その他公共施設 45,561   

一
部
破
損 

戸  数 791戸   合    計 4,685,062   

世 帯 数 791世帯                                              （平成 26年 2 月 1 日現在） 

人  員 3,138 人                                               
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 ᾍ ǯǠȒ᷂  

 

本町では、これまで、宮城県が実施した被害想定調査に基づき地域防災計画の修正を実施し

てきたが、東日本大震災では、国内観測史上最大のマグニチュード 9.0 という巨大地震とそれ

により引き起こされた巨大津波により、本町のみならず、県全域で甚大な被害が発生した。 

このため、今後の地震対策において想定される地震を新たに設定し、その対策に努める。 

 

 ὑǜȓȒ᷂ ǵ ὑǯᾍ ǵḨ Ǐ  

町は、地震災害対策の検討に当たり、県が実施する、科学的知見を踏まえあらゆる可能性を

考慮した最大クラスの地震を含め、様々な地震を想定し、その想定結果や切迫性等に基づき対

策を推進する。 

なお、被害の全体像の明確化及び広域的な防災対策の立案の基礎とするため、県は、具体的

な被害を算定する被害想定、減災目標を設定することとしている。 

町は、県による被害想定や減災目標を基に、減災に向けた施策を策定し、その推進に努める。 

 

 ὑǜȓȒ᷂ ǵ Ǐ  

想定される地震動は、構造物・施設等の供用期間中に数度発生する確率を持つ一般的な地震

動と、発生確率は低いが内陸直下型又は海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震動とする。 

この場合、構造物・施設等は一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じないこと。

また、高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とする。 

さらに、重要度が高い構造物・施設等については、高レベルの地震動に際して他の構造物・

施設等に比べ耐震性能に余裕を持たせることを目標とする。 

 

 ᷂ ὡ ὑǲǫǋǭ 

宮城県では、過去の地震被害にかんがみ有効な地震対策を講じるため、昭和 59 年度～61 年

度の第一次から平成 14 年度～15 年度の第三次まで、三度の宮城県地震被害想定調査を行って

いる。第三次被害想定調査から 8 年が経過した平成 23年度に、沿岸部の土地利用状況や構造物

の整備状況の変化を踏まえ、第四次被害想定調査を実施していたが、平成 23 年 3 月 11 日に東

日本大震災が発生し、当初想定していた以上の被害が発生した。 

第五次地震被害想定調査については、令和 3 年度から着手しており、令和 5 年度に完了する

見込みである。 
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 Ẏ ᷂Ḣ ᷂ ὡᾍ ǵ ׄ 

 

 ̱Ѱǵ ρ  

町は、震災による被害の軽減を図るため、迅速適切な措置をとり得るよう、町、県、指定地

方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等及び住民を一体とした防災体制を整備するた

め次の施策に重点を置く。 

１ 防災知識の周知徹底 

２ 防災組織の確立 

３ 防災施設の整備促進 

４ 災害に備えた食料品や生活物資等の備蓄促進 

 

 ˗ ǵ  

町は、地震による被害を防除するため、宮城県地震防災緊急事業五箇年計画及び日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、次の事項に

ついて長期計画を樹立し、その推進を図る。 

１ 治山・治水等の保全事業 

２ 建物の不燃化、耐震性建築の普及促進 

３ 災害危険区域に対する安全対策 

４ 水源林等の災害防止林造成 

５ 河川改修事業の推進 

６ 災害危険区域に対する環境安全対策 

 

 Ҳ ᾍ ǵ  

町は、平成 22 年 8 月に定めた災害時要援護者避難支援計画に基づき、災害発生時に災害時要援

護者（避難行動要支援者）に対して適切な対応をとり、全ての住民の生命安全の確保に努める。 

 

 ǵǦȈǵ  

町は、防災対策の基礎となるべき調査研究を積極的に行い、災害対策の一層の充実に努める。 
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 ὡ˔ ᾍ  
 

 Ѹ 

 

 Ẏ ǵʺǱ ⱪ 

東日本大震災での地震は、マグニチュード 9.0 の規模の巨大な地震が、複数の領域を連動さ

せた広範囲の震源域をもつ地震として発生したものであり、栗原市の最大震度 7 をはじめ、本

町を含む県内のほとんどで震度 6 弱以上の強い揺れを記録するとともに、巨大な津波を引き起

こしている。 

地震の揺れによる建物被害は、地震動の周期特性等により、地震規模を考えるとそれほど大

きくなかったものの、東北地方から関東地方にかけて埋立地や旧河道等で液状化に伴う家屋被

害が発生する等、広範囲に渡って多数の建築物において全壊、半壊、一部損壊等の被害があっ

た。また、ライフラインや交通施設に甚大な被害をもたらした。 

長周期地震動による被害についても、超高層ビルの天井材の落下やエレベータの損傷等の被

害が震源から遠く離れた地域においても報告されている。 

今回、従前の想定を超えた規模の地震や被害が発生したことを重く受け止め、これまでの想

定の考え方を根本的に見直すとともに、主に以下のような問題点を踏まえ、災害予防対策を充

実強化していく必要がある。 

 

 ǵᵞẕ 

東日本大震災において、地震及び地震に伴い発生した大津波により、宮城県の沿岸 15市町の

うち、10市町で災害対応の中心となる市町庁舎が被災し、そのうち 7 市町で本庁舎や支所の移

転を余儀なくされた。 

 Ẏ ⅎḢ ὡ 

東日本大震災発生時においては、被害が甚大で広範囲に渡ったことから、全国の都道府県、

市町村により相互応援協定に基づく被災地に対する人的支援・物的支援が実施されたが、事前

の計画や訓練等の不足や、交通手段や宿泊先の確保等、多くの課題も見られた。 

 ǵʥ  

東日本大震災においては、物資を備蓄していた指定避難所や倉庫が津波の被害に遭った。多

数の孤立集落や孤立地区が発生し、発災直後は、飲料水、粉ミルク、紙おむつ等の枯渇も見ら

れた。 

 ʥӦѝǱ ᾍ  

県内では、要配慮者について、要配慮者支援計画（災害時要援護者支援計画）が策定された

直後、あるいは未策定という市町村が多く、福祉避難所が被災し利用できなくなる等、要配慮

者への対策が十分とは言えなかった。 

 ᷂Ḣ Ҙǵʥ  

沿岸地域では、従来から一定の津波対策が行われてきたが、東日本大震災での被害を受け、

改めて、自助・共助の必要性、防災教育の重要性が再認識されている。 
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 ᷂ ǵ ȓǲȏȒ ὡ Ẏ 

建築物、交通インフラ、ライフラインの被害が、被害拡大と応急対策活動の阻害の要因とな

っていた。 

 ǵ̮ ǿǵ Ḹ  

東日本大震災では、地震による広域的な停電、市町村の庁舎や防災行政無線自体の被災、防

災行政無線の内容が聞こえづらかった等、避難に関する情報伝達において、多くの問題があっ

た。 

 

 Ḩ Ǐ  

地震から町民の生命、身体及び財産を守り、安全・安心に暮らせる地域づくり実現のため、

町、県及び防災関係機関等は、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震に対し、被害を最

小化し迅速な回復を図る「減災」の考え方に基づき、建築物、交通インフラやライフライン等

の耐震化といったハード対策と防災活動等のソフト対策とを組み合わせた地震災害予防対策を、

総力を挙げて講じるものである。 

 

 ὑǜȓȒ᷂ ǵ Ǐ  

地震対策を講じるに当たり、科学的知見を踏まえ、以下の地震を想定する。 

１ 発生確率は低いが内陸直下型又は海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震動 

( 東北地方太平洋沖地震、長町－利府線断層帯の地震) 等 

２ 構造物・施設等の供用期間中に数度発生する確率を持つ一般的な地震動 

( 宮城県沖地震( プレート境界型) 、プレート内部で生じるスラブ内地震)  

 

上記１、２の想定される地震に対して、次のような対策を基本的な目標とする。 

・ 構造物・施設等は一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じないこと。 

・ 高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えないこと。 

・ 重要度が高い構造物・施設等については、高レベルの地震動に際して他の構造物・施設等

に比べ耐震性能に余裕を持たせること。 

なお、本町に最も近い活断層である長町－利府線断層帯は、大きな被害に直結することが予

想されるため、留意が必要である。 

また、本計画は、最新の知見により、来るべき災害について一定の条件の想定の下に作成す

るものであるが、自然現象は大きな不確定要素を伴うことから、想定には限界があることに留

意する。 

※ 「スラブ内地震」…沈み込むプレート( スラブ) の内部で発生する地震。 
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 ᷂ ǲ▌ǋȅǨǵ◐  

 

町は、社会的条件、自然的条件を総合的に勘案し、危険度・緊急性の高いものから優先的に計画

を定め、地震防災対策事業を実施していくとともに、その進行管理に努め、地震に強いまちづくり

を推進する。 

 

 Ḩ Ǳ Ǐ  

町は、地震に強いまちの形成に当たり、建築物、土木構造物、通信施設、ライフライン施設、

防災関連施設等の構造物・施設等の耐震性を確保する。その場合の耐震設計の方法は、以下を基

本とする。 

１ 発生確率は低いが、海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震動、供用期間中に 1～2 度程

度発生する確率を持つ一般的な地震動、発生確率は低いが内陸直下型地震に起因する高レベ

ルの地震動を考慮の対象とする。 

２ 高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えないこと、かつ一般的な地震動に際

しては機能に重大な支障が生じないことを基本的な目標として設計する。 

３ 次のような構造物・施設等については、重要度を考慮し、高レベルの地震動に際しても他

の構造物・施設等に比べ耐震性能に余裕を持たせることを目標とする。 

(1) いったん被災した場合に生じる機能支障が災害応急対策活動等にとって著しい妨げとなる

おそれがあるもの 

(2) 広域における経済活動等に対し、著しい影響を及ぼすおそれがあるもの 

(3) 多数の人々を収容する建築物等 

なお、耐震性の確保のため、個々の構造物・施設等の耐震設計のほか、代替性の確保、多重

化等により総合的にシステムの機能を確保することによる方策も含まれる。 

 

 ᷂ ǲ▌ǋȅǨǵ◐ （まちづくり政策課・地域整備課・復興推進課） 

町は、次により、地震に強い都市構造の形成を図る。 

１ 避難路、避難地、延焼遮断帯、防災拠点ともなる都市公園、道路、河川等の骨格的な都市

基盤施設及び防災安全街区の整備 

２ 危険な密集市街地の解消等を図るための防災街区整備事業、土地区画整理事業、市街地再

開発事業等による市街地の面的な整備 

３ 建築物や公共施設の耐震・不燃化 

４ 水面・緑地帯の計画的確保 

５ 防災に配慮した土地利用への誘導 

６ 自然環境の機能を活用すること等により地域の回復力を高める「Eco- DRR（生態系を活用し

た防災・減災）」及びグリーンインフラの取組み推進 

事業の実施に当たっては、防災・まちづくり・建築等を担当する各部局の連携の下、地域防

災計画や立地適正化計画等を踏まえ、災害の危険性等地域の実情に応じて、住宅に関する補助

や融資等における優遇措置等の対象となる立地を限定し、住宅を安全な立地に誘導するなど、
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まちづくりにおける安全性の確保を促進するよう努める。 

 

 ȓǲ▌ǋȅǨǬǖȑǵ （まちづくり政策課・地域整備課・復興推進課） 

 ┴ ǵ ӓ 

町は、詳細なハザードマップの作成・公表による耐震化の必要性の周知、住宅・建築物の耐

震診断や改修の促進等により、建築物の耐震化を推進する。また、庁舎、学校、公民館等様々

な応急対策活動や避難所となりうる公共施設の耐震化については、数値目標を設定するなど、

その耐震化の促進を図る。 

 ӓș͝ ǠȒǦȈǵ ṑ ρ 

町は、町民や所有者等が耐震化の必要性を認識するために、建築物やその耐震性に関する情

報の開示・提供を充実させるとともに、耐震改修に関するアドバイス等のサービス強化やわか

りやすいマニュアル策定等、耐震化の促進支援策の充実を図るよう努める。 

 ᾍ  

(1) 町は、出火の要因ともなる揺れによる建築物の被害を軽減するために、建築物の耐震化を

促進する。 

(2) 町は、円滑・迅速な避難の確保、火災による延焼遮断・遅延を図るため、避難場所・避難

路等の整備、周辺建築物の不燃化等を促進する。 

(3) 町は、消防用設備等の設置･普及を通じ、防火管理対策の一層の確立に努めるとともに、耐

震性貯水槽等の消防水利の整備、計画的な配置の推進を図る。 

 ᾱ̮ КẆǵὄЋ ͪᾍ  

町は、家具等の転倒防止やガラス飛散防止措置の効果に関する知識の普及、家具の適切な固

定を促す住宅供給の促進等により、居住空間内の安全確保対策を推進する。 

また、液状化対策、宅地造成地安全確保対策、土砂災害対策、屋外転倒物・落下物の発生防

止対策の推進等により、居住空間外の安全確保対策を推進する。 

 

 ᷂ ˗ל ˜ ₴ （関係各課・教育委員会・消防本部） 

県は、地震防災対策特別措置法( 平成 7 年法律第 111号) の施行に伴い、地震により著しい被害

が生ずるおそれがあると認められる地区について、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関して、

地震防災緊急事業五箇年計画(以下「五箇年計画」という。)を策定している。 

 

(1) 第 4 次五箇年計画－平成 23～27年度 

(2) 第 5 次五箇年計画－平成 28～32（令和 2 年度）年度 

˗ ᾍ ᷂Ӣ 

第 3次までの地震被害想定調査結果により、県内全域において震度 4以上の強い揺れが観測され、

かなりの規模で人的及び物的被害が生じることが予測されることから、県内全域を地震防災緊急事

業五箇年計画の対象地区として設定している。 

ᾍ ˗ ǵ ᶪ 

(1) 要件 

ア 県地域防災計画に（町事業については町地域防災計画にも）定められた地震防災上緊急
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に整備すべき施設等に関する事業であること。 

イ 施設毎に主務大臣が定める基準に適合すること。 

ウ 県地域防災計画に目標が定められている場合（県地域防災計画での被害想定、目標設定

に努める）は、当該目標に即した事業であること。 

(2) 町に対応する事業の範囲は、次のとおりとする。 

ア 避難地 

イ 避難路 

ウ 消防用施設 

エ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 

オ 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート 

カ 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設 

キ 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

ク 町立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

ケ 上記のほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要す

るもの 

コ 砂防設備、保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、ため池 

サ 地域防災拠点施設 

シ 防災行政無線設備その他の施設又は設備 

ス 井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備 

セ 非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

ソ 救護設備等地震災害時における応急な措置に必要な設備又は資機材 

タ 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

 

 ᾎᴁӓ ǵ̸ （まちづくり政策課・地域整備課・財政課） 

町は、老朽化した公共建物、橋りょう、上・下水道設備などの社会資本について、長寿命化計

画の作成・実施等により、その適切な維持管理を図る。 
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 ᷂ ǲǒǒȒ ǵ ὡᾍ  

 

町は、地震に伴う土砂災害を未然に防止し、被害の軽減を図るため危険箇所の実態を把握し、危

険箇所における災害防止策を講じるとともに、町民等に対して災害の防止について、啓発及び指導

を行う。 

 

 ᶽ ὡ ᾍ ǵ （地域整備課・総務課） 

土砂災害防止対策の推進は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等に強いまちづくり

第 2 土砂災害予防対策 「1 土砂災害防止対策の推進」の定めに準ずる。 

 ─  

  

  

  

 ⌐ ∆╢ 7 ─ ⌐╟╡ ⅜ ╘╢  

  

 

 

 

 ῇ᷂ ὡӾ ᷂Ӣǵ Ǳ ρǵ （農政商工課・地域整備課） 

山地災害危険地区の計画的な整備の推進は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等

に強いまちづくり 第 2 土砂災害予防対策 「2 山地災害危険地区の計画的な整備の推進」、「5 

治山施設の整備」の定めに準ずる。 

 

ϊל  ᷂ ṥ （地域整備課） 

急傾斜地崩壊防止施設の災害対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等に強い

まちづくり 第 2 土砂災害予防対策 「3 急傾斜地崩壊防止施設」の定めに準ずる。 

 

 ρ（地域整備課） 

砂防設備の災害対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等に強いまちづくり 第

2 土砂災害予防対策 「4 砂防施設の整備」の定めに準ずる。 

 

 （農政商工課・地域整備課） 

農業施設等の災害対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等に強いまちづくり

「第 4 農林業災害予防対策」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

 ɵ ǲǑǘȒḨ ρǵ  

町は、農業施設の耐震性の確保、防災上の機能も有する基幹的な農村基盤施設の整備、防災

に配慮した土地利用への誘導等により、地震に強い農村構造の形成を図る。 

 ǵ ǵר ᵎ 
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町は、新築、増改築される農業施設について、宮城県地震地盤図等を参考にしながら耐震基

準に基づいた整備の促進、防火性の向上を図る。 

なお、施設の設置に当たっては、地盤改良等により液状化の発生を防止するとともに、液状

化が発生した場合においても施設の被害を防止する対策を適切に実施する。 

 ǲ͜Ȓ Ḹǵ֛ ̱Ѱǵ ρ 

町は、農業施設が被災することにより生じる水害、土砂災害の危険区域の周知、あるいはこ

れらの災害を防止するための迅速な情報の収集・伝達に必要な情報システムや観測機器の整備

等を推進する。 

 ὡǵ˔ ᾍ  

町は、農業、畜産業の地震災害を防止又はそれらに適切に対処するため、応急復旧用資材、

種子、飼料等営農用資機材の確保に努めるとともに、営農に係る防災対策を推進する。 

(1) 営農用資機材の確保 

ア 営農機材、肥料、農薬、種子、飼料等資機材確保の体制整備に努める。 

イ 稲・麦・大豆種子については、播種可能な期間中に直ちに対応できるように新みやぎ農

業協同組合、（公社）みやぎ農業振興公社と連携をとり、その他確保のための対策を講じ

る。 

(2) 営農防災対策の推進 

ア 水稲・畑作物・果樹対策 

農地の崩壊等を防ぐため、水路・畦畔、斜面の補強を行う。 

イ 施設園芸・畜産対策 

施設の耐震性を強化する。 

 

 ӓᾍ ǵ （総務課・地域整備課） 

 ӓᾍ ǵὕ  

液状化現象は、地震の際に地盤の強度が低下し、液体のようになってしまう現象であり、液

状化による影響は建築物や道路のみならず、ライフライン等の埋設管が浮き上がるなどの大き

な被害をもたらしている。 

このため、町は、埋立地や旧河道等の液状化のおそれのある箇所を始めとして、地形分類や

浅部の地盤データの収集とデータベース化の充実等を図る。 

また、住宅等の建設にあたっては建築物の耐震化、地盤改良等について住民に周知するとと

もに、避難所や学校、役場等の防災上特に重要な公共施設の設置にあたっては、地質調査に基

づき地盤改良等を行う等、液状化による被害を最小限とする対策を実施する。 

 ӓɍȴɶɇɜɁɕǵ̸  

町は、液状化の発生が想定される地域を対象に、液状化ハザードマップの作成、公表に努め

るとともに、宅地の安全性の把握及び耐震化の実施について、建築物の施工主等への周知に努

める。 

なお、液状化ハザードマップの作成に当たっては、必要に応じて、県に協力を要請する。 

 ǿǵ Ḹ ͑ 

町は、住宅・宅地の液状化対策として、液状化対策に有効な基礎構造等について、町民に情

報提供を図るとともに、相談体制を整備する。 
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 ֺ ɅɶȽǵͪἭ（地域整備課） 

町は、道路、橋梁、公共土木施設等が被災した場合の応急復旧を円滑にするため、施設台帳

等の各種データの整備、保存を行う。町管理以外の施設等については、可能な限り資料の整備

や複製を行い、保存に努める。 

なお、保存形態や保存場所については、地震等によりデータの破損や紛失等の可能性がある

ため、複数の形態、複数の場所において保存するよう努める。 
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 ′ͪЋ ǵ ρ 

 

町は、地震に伴う河川、農地等の被害を防止するため、関係施設の耐震性の強化等を図る。 

 

 ′ （総務課・地域整備課） 

河川管理施設の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等に強いまちづくり「第

1 水害予防対策」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

 Ǳ ᾍ ǵ  

地震による河川の被害は、河川堤防の亀裂・沈下・法面のはらみ・崩れ等があり、さらにこ

れらに伴う護岸・水門・樋門・橋りょう等のコンクリート構造物の亀裂及び沈下が予想される。

特に洪水と地震が重複して発生した場合には、堤体の地震に対する安全度が低下し、破堤につ

ながるおそれがある。したがって、計画的な耐震対策の推進により、河川管理施設の耐震性の

向上を図る。 

また、県内の雨量や河川水位情報をリアルタイムに収集処理している「河川流域情報システ

ム（ＭＩＲＡＩ）」の活用を図りながら、二次災害の防止や水防活動等に万全を期する。さらに、

河川において、出水時には水防活動の拠点になり、地震時等においては避難場所、救援活動の

拠点となる防災拠点の整備を進める。 

 

 ᷂Ʋ （農政商工課・地域整備課） 

農地、農業用施設等の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等に強いまちづく

り「第 1 水害予防対策」及び「第 4 農林業災害予防対策」の定めに準ずるほか、次の対策を

実施する。 

 ǦȈ ǵ ֗Ǻ ʹ 

特に、決壊した場合に下流に大きな影響があると考えられる防災重点農業用ため池等につい

ては、優先的に耐震調査等の詳細調査を実施し、緊急性が高いと判断された施設について改修、

耐震化等の対策を行うほか、施設管理者と調整の上、ハザードマップを作成・公表し、町民へ

の適切な情報提供を図る。 

また、その他の「地震後の農業用ため池緊急点検要領( 案・農水省) 」の対象ため池について

も、迅速な点検の実施・結果報告及び応急対策等の体制維持・強化を図る。 
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 ˧ ǵ ὡᾍ  

 

道路等交通施設は、地域の経済活動等あらゆる社会活動を支える重要な施設である。これらの施

設が被災した場合には、住民等の避難、救助活動、物資の輸送など各種の応急対策活動を著しく阻

害する。 

よって、各施設の管理者は、交通施設の被害を最小限にすることを目的に、基準に基づいた耐震

対策の実施による安全確保とともに、未整備部分の解消等ネットワークの充実、施設・機能の代替

性の確保、各交通施設の間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸送手段の確保等に努める。 

 

 （地域整備課・財政課） 

道路管理者（町道等：地域整備課、県道：仙台土木事務所）は、地震直後の道路網断絶によ

る避難行動や初動活動の阻害を防ぐため、防災点検及び震災点検等で対応が必要とされた箇所

について、緊急輸送道路や緊急性が高い路線及び箇所から順次、補強及び整備を実施する。 

また、地震災害対策上必要とする道路施設については、緊急を要する施設から随時整備を進

める。 

なお、道路施設の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22節 災害種別毎予防対策「第４ 道

路災害予防対策」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

  

(1) 耐震性の強化 

道路法面の崩壊、路面の損壊、道路施設の変状や破壊等の被害が想定される危険箇所につ

いて、防災工事等を行うとともに、道路の改良や新設に当たっては、耐震基準に基づいた整

備を図る。 

(2) 避難路の整備 

住民が確実に安全な場所に避難できるよう、地震の揺れを考慮した避難路を整備し、その

周知に努めるとともに、その安全性の点検及び避難時間短縮のための工夫・改善に努める。 

なお、避難路の整備に当たっては、地震の揺れによる段差の発生、避難車両の増加、停電

時の信号滅灯等による交通渋滞や事故の発生等を十分考慮するとともに、地震による落橋、

土砂災害等の影響により避難路が寸断されないよう橋りょうの耐震対策を実施する等、安全

性の確保を図る。 

 橋りょう 

落橋、変状等の被害が想定される道路橋りょうについては、橋りょう補強工事を計画的に行

い、耐震性を高める。 

 ̂ι  

町は、町道において、いつでも誰でも安全かつ迅速に避難を行うことを支援するための避難

誘導標識の整備に努める。また、県道においても、県と調整し、避難誘導標識の設置に努める。 

また、町は、町道敷地内に設置されている道路標識について、定期的に点検を行い、補強に

努める。 
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 ǵ ᾍ  

 

町は、火災の拡大防止や避難の安全を確保し、安全・安心・快適性等に配慮された総合的に質の

高い地域づくりの実現のため、都市防災総合推進事業等により、地域の災害に対する危険性を把握

し、防災力の高いまちづくりの方針を明らかにし、避難路やオープンスペース確保のための各種事

業や避難地、避難路等周辺の建築物の防災対策を促進する。 

 

 ʴ ′᷂Ḣǵⱥ П ǵǦȈǵ᷂ḢǬǖȑ（町全課局館） 

中粕川地域の復興再生のための地域づくりの災害対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 2

節 町の防災対策 「第 1 中粕川地域の復興再生のための地域づくり」の定めに準ずる。 

 

 Џᶸ （総務課・まちづくり政策課・復興推進課・農政商工課） 

公園施設等の災害対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 2 節 町の防災対策 「第 2 公園

施設等」の定めに準ずる。 
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 ┴ ǵ ӓᾍ  

 

地震による建築物等の損壊、焼失を軽減するため、耐震化、不燃化等必要な事業を推進する。 

特に、既存建築物の耐震性の向上を図るため、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年

法律第 123号）の的確な施行により、耐震診断・耐震改修の促進に努める。 

 

 ЏВ┴ （地域整備課・まちづくり政策課・保健福祉課・教育委員会・消防本部・ 

財政課） 

 ЏВ┴ Ћ ᾍ  

(1) 耐震性、不燃性の確保 

公共建築物は、地震災害時においては防災活動の拠点となり、また避難場所としての役割を

担うことになるため、町は、既存建物については一層の耐震性、不燃性の確保に努める。 

特に、災害時の拠点となる役場庁舎、指定避難所等について、非構造部材を含む耐震対策等

により、発災時に必要と考えられる高い安全性を確保するよう努める。また、指定避難所等に

老朽化の兆候が認められた場合には、優先順位をつけて計画的に安全確保対策を進める。 

また、学校等のプールは、地震災害時における防火用水として確保するため、耐震性の強化

に努める。 

さらに、黒川地域行政事務組合消防本部（以下消防本部と言う。）の指導により、学校、病

院等で消防法第 8 条の規定により定められた防火対象物については、防火管理者を設置し、火

災に備える。 

(2)  停電対策の強化 

町は、地震時の停電に備え、バッテリー、無停電電源装置、自家発電設備等の整備に努める。 

(3) 活断層の回避 

町は、公共建築物等については、できるだけ、活断層直近を避けた場所に立地するよう整備

するものとし、やむを得ず立地する場合には、地質調査などに基づき、活断層直上を回避する。 

  

学校等教育施設の管理者及び町は、災害時における児童生徒等及び教職員の安全の確保を図

るため、次の対策を講じる。 

(1) 校舎等の耐震性の強化 

校舎等の耐震性の強化を図るとともに、教育施設としての機能向上を基本に防災機能の整

備・拡充に努める。 

(2) 設備・備品等の安全管理 

設備( 照明設備等) 及び備品( ロッカー、実験実習機器等) 等の設置に当たっては、転倒、落下

等の防止について、その安全性を強化するとともに、災害時において、児童生徒等及び教職員

の避難通路が確保できるよう設置場所等について十分配慮する。 

(3) 学校等のプールの防災機能等の整備 

災害時における防火用水及び飲料水を確保するため、引き続き学校等のプールの耐震性の強

化を図るとともに浄水機能の整備を計画的に進める。 
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 ὕ ֗ Џ  

町は、公共建築物の耐震診断の実施状況や実施結果による、耐震性に係るリストの作成及び

公表に努める。 

 

 ʝ ┴ （地域整備課・総務課・消防本部） 

一般建築物の耐震化対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 3 節 建築物等の予防対策 第１ 

防災事業の施行 「5 建築物及び市街地の不燃化促進対策」の定めに準ずるほか、次の対策を実

施する。 

 ┴ ǵ ʹǵ͝  

(1)  町は事業者等に対し、宮城県地震地盤図などを参考にしながら、建築予定地盤の特性を事

前指導し、建築物の耐震性の向上を図るよう誘導する。 

( 2)  町は、住民に対し、建築物の耐震不燃化の推進について理解を求め、新増築する際には、

県と協力し建築基準法、建築物の耐震改修の促進に関する法律等関係法令に基づき設計する

よう指導を行うとともに、既存建築物の耐震診断、耐震補強について啓発指導を行うととも

に、はめ殺し窓の改造、落下防止庇の設置等について積極的に指導する。 

(3)  地震による二次災害防止のため、家屋内の家具転倒防止、照明器具の落下防止措置等につ

いて周知徹底を行う。 

特に宿泊施設、医院等多数の住民が集まる建築物や危険物施設に対しては、耐震性の強化

や避難について、建築基準法に基づき県と協力し改善指導を行う。 

(4)  道路に面する看板等で落下のおそれがある付帯設備については、管理者等に改善指導を行

う。 

(5)  住民又は建築物の所有者等は、必要に応じて、「わが家の耐震診断表」等を利用して耐震

診断を実施し、耐震改修を行うとともに、建築物の適正な維持保全に努める。 

(6)  事業所は、倒れたり、落下するおそれのある看板、ガラス窓等は、できるだけ早く改修す

るとともに機械類、事務機、ロッカー等は動かないように壁や床に固定する。 

 ͝  

町及び消防本部は、災害時における火災から人命を保護することを目的に、建築基準法第 12

条第１項に規定する定期報告制度の対象建築物について、定期報告制度、建築物防災週間にお

ける防災査察及び消防機関との連携などにより、計画的な防災指導を行い、建築物の所有者に

対し防災意識の高揚と適正な維持管理の促進を図る。 

 

 ɔɫɁȭḽ ǵὄЋᾍ （地域整備課） 

町は、災害時におけるブロック塀、石塀の倒壊による通行人等の第三者への被害を防止する

ことを目的に、通学路のブロック塀等を対象に、その安全性の確保を啓発するとともに、倒壊

のおそれのあるものに対しては、改善指導を行う。 

また、通学路及び避難道路沿いの住民や建築物の所有者等は、日頃からの点検や、必要に応

じて補強、撤去等を行い、新たに設置する場合には施工、設置基準を遵守するなど、ブロック

塀の転倒防止策を図る。 

なお、自動販売機等については、設置事業者又は管理者に対し、固定措置の強化等転倒防止
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について指導する。 

 

 ʤ ᾍ （地域整備課・消防本部） 

 ֗Ǻ ᵎ ᾚ 

町及び消防本部は、市街地の沿道に存する広告物や外装材等、二次部材の落下のおそれのあ

る建築物について、安全確保を図るため調査及び改善指導を行う。 

 ẏ˝ǵ ǵᾍ ▌ӓ 

建築物の所有者等は、日頃からの点検や、必要に応じて補強を行うとともに、新たに設置す

る場合には施工、設置基準を遵守するなど、天井材等の非構造部材の脱落防止対策を図る。 

 

 ┴ КǵὄЋᾍ （地域整備課・総務課） 

町は、家具の転倒、落下物、ガラスの飛散による負傷等の被害を軽減するための普及啓発に

努めるとともに、個人住宅に対する被害防止対策支援を検討する。 

 

 ӓ ᾍ （教育委員会） 

町は、国・県とともに文化財保護のための防災対策に努める。 
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 ɧȢɓɧȢɱ ǵ˔ ᾍ  

 

大規模地震の発生により、町民生活に直結する上下水道、電力、ガス、石油、石油ガス、通信サ

ービス、廃棄物処理施設等のライフライン施設が大きな被害を受けた場合、日常生活や経済活動の

場である都市の機能が麻痺し、安否確認、避難や救援・救出活動の応急対策を実施するうえで大き

な支障となるだけでなく、避難生活環境の悪化や、町民が早期に通常の生活に戻るための大きな足

かせとなる。 

このような事態を極力避けるため、ライフライン関係機関においては、各施設の被害を最小限に

食い止めるため、耐震性の強化、液状化対策、拠点の分散、代替施設の確保及び系統の多重化等を

進める等、大規模地震による被害軽減のための諸施策を実施する。 

 

 （地域整備課・総務課） 

水道施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 4 節 ライフライン施設等の予防対

策 「第１ 水道施設」の定めに準ずる他、次の対策を実施する。 

 ǵ  ӓ▌ר

町は、地震災害時においても断水等の影響を最小限に食い止めるため、基幹施設並びに指定

避難所、医療機関等の重要施設に配水する管路について、優先順位を定めて耐震性の強化、液

状化対策を計画的に行う。 

 

 ʤ （地域整備課・総務課） 

下水道施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 4 節 ライフライン施設等の予防

対策 「第 2 下水道施設」の定めに準ずる他、次の対策を実施する。 

 ʤ  

町は、下水道施設の新設、改築、更新に当たっては、耐震性の向上や液状化対策を計画的に

推進する。 

 

 Ҙ （総務課・まちづくり政策課） 

電力施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 4 節 ライフライン施設等の予防対

策 「第 3 電力施設」の定めに準ずる。 

 

 Ȫȷ （総務課） 

ガス施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 4 節 ライフライン施設等の予防対

策 「第 4 ガス施設」の定めに準ずる。 

 

 ͬɵ （総務課） 

電信・電話施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 4 節 ライフライン施設等の

予防対策 「第 5 電信・電話施設」の定めに準ずる。 
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 ∕ ы （町民課） 

廃棄物処理施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 4 節 ライフライン施設等の

予防対策 「第 6 廃棄物処理施設」の定めに準ずる。 
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 Ӿ ǵ˔ ᾍ  

 

地震災害時において、危険物施設等の火災や危険物の流出等が発生した場合には、周辺地域に多

大の被害を及ぼすおそれがある。 

このため、町及び消防本部は、各施設の自主保安体制の充実・強化について指導を徹底する等、

地震対策と防災教育や防災訓練の積極的実施を推進する。また、各危険物施設等の耐震性能の向上、

緩衝地帯の整備を図る。 

 

 Ӿ （総務課・消防本部） 

危険物施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22節 災害種別毎予防対策 「第 3 危

険物等災害予防対策」の定めに準ずる。 

 

 （総務課・消防本部） 

火薬類製造施設等の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2章 第 22節 災害種別毎予防対策「第

3 危険物等災害予防対策」の定めに準ずる。 

 

 ᶿȪȷ （総務課・消防本部） 

高圧ガス施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22節 災害種別毎予防対策「第 3 

危険物等災害予防対策」の定めに準ずる。 

 

 ɵґ （総務課・消防本部） 

毒物・劇物貯蔵施設の予防対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22節 災害種別毎予防対策 

「第 3 危険物等災害予防対策」の定めに準ずる。 
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10  ǵ ֗ 

 

自らの命は自らが守るのが防災の基本であり、町民はその自覚を持ち、平常時より、災害に対す

る備えを心がけるとともに、発災時には自らの命を守るよう行動することが重要である。また、災

害時には、近隣の負傷者、要配慮者を助ける、指定緊急避難場所や指定避難所で自ら活動する、あ

るいは、町、県、国、公共機関等が行っている防災活動に協力する等、防災への寄与に努めること

が求められる。 

このため、町は、町職員に対し、マニュアル等の作成・配付、防災訓練等を通じて防災に関する

制度、自らが行うべき役割等について習熟する機会を積極的にかつ継続的に与え、防災知識の普及

に努める。 

また、住民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」という防災の基本

を中心に、防災教育、講演会等の事業を積極的に実施しながら地域の地震災害、水害・土砂災害リ

スクや災害時にとるべき行動について普及・啓発に努め、自主防災思想の普及、徹底を図る。 

 

 ǵ ֗Ʋⱬ⅝（総務課・まちづくり政策課・地域整備課・教育委員会） 

防災知識の普及、徹底は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 5 節 防災知識の普及 第１ 「１ 町

職員への防災知識の普及」、「2 住民への防災知識の普及」、「3 地域での防災知識の普及」、「4 ド

ライバーへの啓発」、「5 社会教育施設や防災拠点の活用」の定めに準ずる他、次の普及、啓発

の徹底を図る。 

 ᴣǿǵ ǵ ֗  

地震防災教育は、少なくとも次の事項を含む。 

(1)  日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動に関する知識 

(2)  地震に関する一般的な知識 

(3)  地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

(4)  職員等が果たすべき役割 

(5)  地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

(6)  今後地震対策として取り組む必要のある課題 

(7)  家庭及び地域における防災対策 

 ̮ ǿǵ ǵ ֗ 

(1)  普及・啓発の実施 

【住民等への普及・啓発を図る事項】 

ア 地震発生時及び緊急地震速報を見聞きしたときにとるべき身を守る行動 

イ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関す

る知識 

ウ 地震・津波に関する一般的な知識 

エ 災害危険性に関する情報 

・各地域における避難対象地区 

・孤立する可能性のある地域内集落 



- 10 ─   

    41 

・土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所等に関する知識 

オ 避難行動に関する知識 

・避難に当たっては徒歩によることを原則とすること 

・自ら率先して避難行動を取ることが他の地域住民の避難を促すこと 

・「立退き避難」、「屋内安全確保」、「緊急安全確保」の意味、行動例等 

・各地域における災害種別毎の指定緊急避難場所及び避難路に関する知識 等 

・安全な親戚・知人宅，ホテル・旅館等の避難場、避難経路等の確認 

・各地域における避難指示等の伝達方法など 

カ 災害時にとるべき行動 

・地震が発生した場合の出火防止 

・近隣の人々と協力して行う救助活動 

・自動車運行の自粛 

・その他避難情報の発令時に取るべき行動 

・様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）でとるべき行動、指定緊急避難場所や、

指定避難所等での行動など 

・避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常

性バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動を

とること 

キ 家庭内での予防・安全対策 

・「最低３日間、推奨１週間」の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペ

ーパー等の備蓄 

・非常持出品( 救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等) の準備 

・自動車へのこまめな満タン給油 

・負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策 

・飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 

・保険、共済等の生活再建に向けた事前の備え 

・出火防止等の対策の内容など 

・災害時の家族内の連絡・行動ルールを事前に決めること 

ク その他 

・正確な情報入手の方法 

・防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

・住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 

・帰宅困難者の発生を抑制するための「むやみに移動しないこと」 

・通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方 

・家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するなど生活の再

建に資する行動など 

 

 ἶ ǲǑǘȒ （教育委員会） 

学校等教育機関における防災教育は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 5 節 防災知識の普及 

「第 2 学校等教育機関における防災教育」の定めに準ずる。 
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 ǵ֝ Ȇ（総務課） 

町民の取組みは、風水害等災害対策編 第 2 章 第 5 節 防災知識の普及 「第 3 町民の取組み」

の定めに準ずる。 

 

 ˗ ǲǑǘȒ ὡᾍ ǵ ֗ ᾚ（総務課・まちづくり政策課） 

事業所における災害対策の普及指導は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 5 節 防災知識の普及 

「第 4 事業所における災害対策の普及指導」の定めに準ずる。 

 

 ᾚᴣǵ （総務課） 

防災指導員の養成は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 5 節 防災知識の普及 「第 5 防災指導

員の養成」の定めに準ずる。 

 

 ὡ ǵ̟ （総務課・社会教育課） 

災害教訓の伝承は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 5 節 防災知識の普及 「第 6 災害教訓の

伝承」の定めに準ずる。 
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11  ᷂ ǵὕ  

 

町は、地震発生時に、県、関係機関及び地域住民等が連携を図りながら、初動、応急対策が速や

かに実施できるよう、また、防災意識の普及、高揚を図ることを目的として、地震防災訓練を行う。 

 

 ǵὕ ǯɓȡɶɇɎɁȭ（総務課・各公共施設管理者） 

訓練の実施とフィードバックは、風水害等災害対策編 第 2 章 第 6 節 防災訓練の実施 「第

1 防災訓練の実施とフィードバック」の定めに準ずる。 

 

 ǵ （総務課） 

町の防災訓練は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 6 節 防災訓練の実施 「第 2 町の防災訓練」

の定めに準ずる。 

 

 （消防本部・総務課） 

消防訓練は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 6 節 防災訓練の実施 「第 3 消防訓練」の定め

に準ずる。 

 

 ͬ Ḹ （総務課） 

通信情報訓練は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 6 節 防災訓練の実施 「第 4 通信情報訓練」

の定めに準ずる。 

 

 ἶ ǵ （教育委員会・町民課・保健福祉課・財政課） 

学校等の防災訓練は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 6 節 防災訓練の実施 「第 5 学校等の

防災訓練」の定めに準ずる。 

 

 ̔ ǵ （総務課・まちづくり政策課） 

企業等の防災訓練は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 6 節 防災訓練の実施 「第 6 企業等の

防災訓練」の定めに準ずる。 
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12  ᷂ḢǲǑǘȒ ̱Ѱ 

 

大規模地震が発生した場合の被害を最小限に止めるためには、地域住民、事業所等が連携し、迅

速かつ的確な行動をとることが不可欠である。 

このため、町は、地域住民及び事業所等による自主防災組織等の育成・強化を図り、消防団とこ

れらの組織との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図る。 

また、研修の実施等による防災指導員の育成、多様な世代が参加できるような環境の整備等によ

り、これらの組織活動の日常化や防災訓練等の実施を促進する。 

 

 ᷂ḢǲǑǘȒ ʺ ǵ ǦǠȀǔ☻Ҋ（自主防災組織・総務課） 

地域における自主防災組織の果たすべき役割は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 7 節 地域に

おける防災体制 「第 1 地域における自主防災組織の果たすべき役割」の定めに準ずる。 

 

 ʺ ǵ ɵ ᾚ（総務課） 

自主防災組織の育成・指導は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 7 節 地域における防災体制 

「第 2 自主防災組織の育成・指導」の定めに準ずる。 

 

 ʺ ǵ Ҳ 

自主防災組織の活動は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 7 節 地域における防災体制 「第 3 自

主防災組織の活動」の定めに準ずる。 

 

 ̮ ֗Ǻ˗ ǲȏȒ᷂ӢКǵ Ҳǵ  

住民及び事業者による地区内の防災活動の推進は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 7 節 地域

における防災体制 「第 4 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進」の定めに準ずる。 
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13  ɚɧɱɄȡȠǵȱɶɅȡɋɶɆ 

 

東日本大震災及び近年の各種災害において、ボランティアは救援活動等で大きな役割を果たした。 

地域団体やＮＰＯ・ボランティア等は、社会のために自らの時間と技術を自発的かつ無報酬で提

供するというボランティア精神に基づきながら、民間レベルでの横断的な連携を図りつつ、組織的

な活動ができるよう努めている。 

町は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、そのような民間側の活動に対して側面から積極的に

支援していくとともに、自らも専門的知識や技術を有したボランティアの育成等に努める。 

また、町と民間団体等との間で、災害時におけるボランティア活動の実効を確保するため、ボラ

ンティアのコーディネート等に関する機能分担をあらかじめ十分調整する。 

 

 ɚɧɱɄȡȠǵ☻Ҋ 

ボランティアの役割は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 8 節 ボランティアのコーディネート 

「第 1 ボランティアの役割」の定めに準ずる。 

 

 ὡɚɧɱɄȡȠ Ҳǵ ṑ ρ（保健福祉課・社会福祉法人大郷町 

社会福祉協議会） 

災害ボランティア活動の環境整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 8 節 ボランティアのコ

ーディネート 「第 2 災害ボランティア活動の環境整備」の定めに準ずる。 

 

 ᾐ ɚɧɱɄȡȠǵ （宮城県） 

専門ボランティアの登録は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 8 節 ボランティアのコーディネ

ート 「第 3 専門ボランティアの登録」の定めに準ずる。 

 

 ʝ ɚɧɱɄȡȠǵȱɶɅȡɋɶɆ̱Ѱ（保健福祉課・社会福祉法人大郷町 

社会福祉協議会） 

一般ボランティアのコーディネート体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 8 節 ボランティ

アのコーディネート 「第 4 一般ボランティアのコーディネート体制」の定めに準ずる。 

 

 ӦἬ ὟḜ ɵְ᷂̃ӢẎ ѝӢǵ ӦἬ ɚɧɱɄȡȠ 

ȹɱȽɶ （保健福祉課・日本赤十字宮城県支部） 

日本赤十字社宮城県支部・仙台地区大郷町分区の赤十字防災ボランティアセンター設置は、

風水害等災害対策編 第 2 章 第 8 節 ボランティアのコーディネート 「第 5 日本赤十字社宮城

県支部・仙台地区大郷町分区の赤十字防災ボランティアセンター設置」の定めに準ずる。 
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14  ̔ ǵ ᾍ ǵ  

 

企業等は自ら防災組織を結成するなどして、防災訓練に努めるほか、地域と連携した実践的

な訓練を実施し、地域防災力の向上に寄与する。 

町は、防災関係機関と協力して防災組織の結成と地域と連携した実践的な訓練の実施につい

て指導を行う。 

 

 ̔ ǵ☻Ҋ 

企業等の役割は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 9 節 企業等の防災対策の推進 「第 1 企業

等の役割」の定めに準ずる他、次の対策を講じる。 

 ὡǵ Ẏ  

企業は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防

止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

 

 ǵ☻Ҋ 

町の役割は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 9 節 企業等の防災対策の推進 「第 2 町の役割」

の定めに準ずる。 

 

 ̔ ǵ  

企業等の防災組織は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 9 節 企業等の防災対策の推進 「第 3 企

業等の防災組織」の定めに準ずる。 
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15  ᷂ ǵ  

 

町は、国の地震調査研究推進本部や大学等の研究機関などで行われてきている地震に関する調査

研究について、これらの情報の早期入手に努め、総合的に推進する。 

 

 ǲǑǘȒ  

 ᷂ ᷂ ᶫǵ̸ ( ᴇ54 58₴↓)  

 ᷂ ὡ ὑ ǵὕ  

(1) 第一次地震被害想定調査( 昭和59～61年度)  

(2) 第二次地震被害想定調査( 平成７～８年度)  

(3) 第三次地震被害想定調査( 平成14～15年度)  

(4) 第四次地震被害想定調査( 平成22～23年度東日本大震災の発生により中止)  

(5) 第五次地震被害想定調査（令和３年度から実施中） 

 ὡ ὑ ǵὕ  

(1) 津波被害想定調査( 昭和59～61年度)  

(2) 津波浸水域予測図の作成( 平成14～15年度)  

  ʺ ῁ǵ  

(1) 長町～利府線断層帯( 平成７～12年度)  

(2) 仙台平野南部地域地下構造調査( 平成 14～16年度)  

 

 ǵ ▌ӓ 

観測・情報網の充実、地震対策の調査研究について、平成 15年に発足した宮城県沖地震対策研

究協議会などを中心に産学官の連携体制( ネットワーク) を整備し、地域の地震防災力の向上を図

る。 

 

 ԍᶦǵѝ ֗ǺɓȡɶɇɎɁȭ 

被災した施設の管理者は、既往の被災事例等を参考に、被災原因の分析、資料収集等を行い、

必要に応じ県又は町に報告するよう努める。 

県又は町は、この報告を受け、又は自ら被災原因の分析等を行い、必要に応じ、基準の改訂、

責任の明確化等適切な措置を講じるよう努める。 

 

 ᾍ ǵᶮ Ǳ Ḹ ͬ 

災害の経験を通じて得られる防災対策に関する知見や教訓は、防災対策の強化にも資すること

から、県及び町は、災害から得られた知見や教訓を国際会議等の場を通じて広く情報発信・共有

するよう努める。 
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16  Ḹ ͬ ǵ ρ 

 

大規模震災時には、固定一般回線や携帯電話が不通あるいは発信規制やふくそうといった事

態が予想されることから、町は、情報の収集・伝達手段の複数化、ネットワークの多ルート化

やシステムのＩＴ化を積極的に進めるとともに、防災通信網の確保・整備充実及び施設の耐震

化や非常電源の確保、サーバの負荷分散を図り、災害発生時の応急対策を迅速に推進する。 

このため、町は、平常時から訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努めておく。 

また、放送機関については、被害状況の報道、町民への的確な情報の提供が強く求められて

いることから、放送用施設の耐震化等に努める。 

 

 ǲǑǘȒ ὡ ͬ ǵ ρ（総務課・まちづくり政策課） 

町における災害通信網の整備は、風水害等災害対策編 第 2章 第 10節 情報通信網の整備 「第

1 町における災害通信網の整備」の定めに準ずる。 

  

 

 ǲǑǘȒ ὡ ͬ ǵ ρ 

県における災害通信網の整備は、風水害等災害対策編 第 2章 第 10節 情報通信網の整備 「第

2 県における災害通信網の整備」の定めに準ずる他、次のシステムの機能拡充に努める。 

 ↓ ḸɋɁɆɭɶȭȵȷɄɞǵ ρ 

町は、地震発生時の迅速な初動体制、被害推定、応急対策活動を図るため、即時に震度情報

を収集する県の震度情報ネットワークシステムの活用を図る。県は、今後、さらに仙台管区気

象台などの関係機関と連携し、システムの機能充実に努める。 

 

 



- 17 ─   

    49 

 

17  ᴣǵ ρ̱Ѱ 

 

町内において災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合には、町は、その機能の全て

を挙げて迅速に災害応急対策を推進するため、また、優先度の高い通常業務の継続のため、災害の

規模に応じて必要な職員を動員・配備し、その活動体制に万全を期す。 

このため、町は、平常時から組織ごとの動員・配備計画や業務継続計画（ＢＣＰ）を定めておく。 

また、実効性ある業務継続体制を確保するため、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓

練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、計画の評価・

検証等を踏まえた改訂などを行う。 

なお、休日、夜間等の勤務時間外の参集体制についても、同様に定めておく。 

 

 ǵ ρ̱Ѱ（総務課） 

町の配備体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 11 節 職員の配備体制 「第 1 町の配備体

制」の定めに準ずる他、次の配備体制を執る。 

 ρ̱Ѱ ӓ 

町は、町域において震度４以上を観測する地震が発生した場合には、速やかに警戒本部等所

定の配備体制が構築できるよう体制整備を図る。 

また、町域で震度６弱以上を観測する地震が発生したときには、町災害対策本部を自動的に

設置する。この際、町長不在時の指示伝達体制についても定めておく。 

 

 ► ᴣǵ （総務課） 

防災担当職員の育成は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 11 節 職員の配備体制 「第 2 防災担

当職員の育成」の定めに準ずる。 

 

 ˲ ͪᾍ （総務課） 

人材確保対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 11節 職員の配備体制 「第 3 人材確保対策」

の定めに準ずる。 

 

 ᾍ （総務課） 

職員の感染症対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 11 節 職員の配備体制 「第 4 感染症対

策」の定めに準ずる。 

 

לꜘ  Ҳ ρ （総務課） 

応急活動のためのマニュアルの整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 11 節 職員の配備体制 

「第 5 応急活動のためのマニュアルの整備」の定めに準ずる。 
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 ҵ ( ) （関係各課） 

業務継続計画( ＢＣＰ) は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 11 節 職員の配備体制 「第 6 業務

継続計画( ＢＣＰ) 」の定めに準ずる。 
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18  ǵ ρɵϹὕ 

 

地震災害時における防災対策を推進するうえで重要となる防災拠点等について、町は、関係機関

等と緊密な連携を図りつつ、整備・拡充を図る。 

また、地震災害時に必要となる防災物資、資機材等の整備については、防災活動拠点と関連づけ

て整備・拡充を図る。 

 

 ǵ ρ֗Ǻ （総務課・まちづくり政策課・財政課） 

防災拠点の整備及び連携は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 12節 防災拠点等の整備・充実 「第

1 防災拠点の整備及び連携」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ͪɵϹὕ（総務課） 

防災拠点機能の確保・充実は、風水害等災害対策編 第 2章 第 12節 防災拠点等の整備・充実 「第

2 防災拠点機能の確保・充実」の定めに準ずる。 

 

 ɖɨɛɶɆǵ ρ（総務課） 

臨時ヘリポートの整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 12節 防災拠点等の整備・充実 「第

3 臨時ヘリポートの整備」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ρɵϹὕ（総務課・地域整備課・まちづくり政策課・財政課） 

防災用資機材等の整備・充実は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 12 節 防災拠点等の整備・充

実 「第 4 防災用資機材等の整備・充実」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ͪᾍ （総務課・地域整備課・まちづくり政策課・財政課） 

防災用資機材の確保対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 12節 防災拠点等の整備・充実 「第

5 防災用資機材の確保対策」の定めに準ずる。 

17 ( 公社) ₡ ₢ 

18 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

20 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

₡ ₢ 

21 ─ ─ ⌐≈™≡₡ ╒⅛ 8 ₢ 

22 ⌐⅔↑╢ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡◖ⱴ♠꜠fi♃ꜟ ₢ 

24 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ ⁸ ₢ 

25 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ₡╖╛⅞ ₢ 
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26 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ 内 1 2 1 ה ╖╛⅞ ₢ 

27 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

₡ 内 1 2 1 ה ₢ 

28 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢ )Ɽfiꜗ☺☼כꜝ♩Ⱳꜝכ◖ה◌◖₡ ) 〕 
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19  ˛ꜘ ̱Ѱǵ ρ 

 

大規模地震発生時には、その業務量と時間的制約等により、町だけでの災害応急対策の実施

が困難となる場合があることから、迅速かつ的確な防災対策を実施するに当たって、被災して

いない地域の機関等の協力が必要となる。 

このため、町は、他の地方公共団体等との広域的相互応援体制の整備充実を図り、その実効

性の確保に努める。 

なお、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な地震災害

等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の協定締結も考慮す

るとともに、多種・多様な団体との災害時の応援協定の締結を推進する。 

 

 ˛ꜘ ̱Ѱǵ ρ（総務課） 

相互応援体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応援体制の整備 「第 1 相

互応援体制の整備」の定めに準ずる。 

 

 ⁸ ǵ ˛ꜘ Ӳὑǵ （総務課） 

市町村間の相互応援協定の締結等は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応援体制の整

備「第 2 市町村間の相互応援協定の締結等」の定めに準ずる。 

 ⁸ ⁸ ⁸  

 ₈ ₉ ⌐ ∆╢  

 ₡ ⁸ ₢ 

 ₡ ⁸ ₢ 

 ₡ ⁸ ₢ 

 ₡ ≤╪ ⁸ ₢ 

 ⌐⅔↑╢  

 ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

10 ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

11 ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

 

 ǲȏȒꜘ ̱Ѱǵ ρǿǵӲҘ（総務課） 

県による応援体制の整備への協力は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応援体制の整

備 「第 3 県による応援体制の整備への協力」の定めに準ずる。 

 

 ǲǑǘȒ ˛ꜘ ̱Ѱ ǵ ρ（消防本部・総務課） 

消防機関における消防相互応援体制等の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応

援体制の整備 「第 4 消防機関における消防相互応援体制等の整備」の定めに準ずる。 

12  
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13  

14 ₡ ╒⅛ ( ) ┘ 

( ) ₢ 

15 Ⱬꜞ◖ⱪ♃כ╩ ⇔√ ⌐⅔↑╢ ⌐ 

∆╢ ₡ ╒⅛ ( ) ( ) ₢ 

 

 ̀ ↑ ǯǵꜘ ̱Ѱǵ ρ（総務課） 

他都道府県との応援体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応援体制の整備 

「第 5 他都道府県との応援体制の整備」の定めに準ずる。 

 

ל  Ҟ ǵ֞ ̱Ѱǵ ρ（総務課） 

緊急消防援助隊の受援体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応援体制の整

備 「第 6 緊急消防援助隊の受援体制の整備」の定めに準ずる。 

 

 ₡ ̱Ѱǵ ͪ（総務課） 

非常時連絡体制の確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13節 相互応援体制の整備 「第 7 非

常時連絡体制の確保」の定めに準ずる。 

 

 ֗Ǻ ǵ ˛ѫ （総務課） 

資機材及び施設等の相互利用は、風水害等災害対策編 第 2章 第 13節 相互応援体制の整備 「第

8 資機材及び施設等の相互利用」の定めに準ずる。 

 

 Ҳ ǵ ͪ（総務課） 

救援活動拠点の確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応援体制の整備 「第 9 救

援活動拠点の確保」の定めに準ずる。 

 

10 ͜ᶧ̱ǯǵ ▌ӓ（総務課） 

関係団体との連携強化は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13節 相互応援体制の整備 「第 10 関

係団体との連携強化」の定めに準ずる。 

 

11 Ǥǵ̀ǵꜘ ӲὑƲ （総務課） 

その他の応援協定、覚書は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 13 節 相互応援体制の整備 「第

11 その他の応援協定、覚書」の定めに準ずる。 

17 ₡( ) ₢ 

18 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

19 ⌐⅔↑╢ ה ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡( ) ₢ 



- 19 ─   

    55 

20 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

₡  ₢ 

21 ─ ─ ⌐≈™≡₡ ╒⅛ ₢ 

22 ⌐⅔↑╢ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡◖ⱴ♠꜠fi♃ꜟ( )₢ 

23 ─ │ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

24 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ ⁸ ₢ 

25 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡╖╛⅞ ₢ 

26 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ 1 2 ⁸ ╖╛⅞ ₢ 

27 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

₡ 1 2 ⁸ ₢ 

28 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

)Ɽfiꜗ☺☼כꜝ♩Ⱳꜝכ◖ה◌◖₡ )₢ 

29 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡  ₢ 

30 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

31 ⌐ ∆╢ ₡ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ₢ 

32.1 ⌐⅔↑╢ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ה ⌐ ∆╢  

₡  ₢ 

32.2 ⌐⅔↑╢ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ה ⌐ 

∆╢ ₡  ₢ 

38 ┘ fiכ꜡♪─ ⌐ ∆╢  

₡ ₢⁸₡ ה ◦☻♥

ⱶ ₢ 
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20  ӣ ̱Ѱɵ ̱Ѱǵ ρ 

 

大規模地震災害時には、同時に多数の負傷者の発生が予想され、また、医療機関の被災、ライフ

ラインの機能停止、交通・通信網の混乱等により十分な診療提供体制が確保できない可能性があり、

迅速な医療救護が要求される。 

このため、町は医療関係機関等と緊密な連携を図りながら、町民の生命と健康を守るため、医療

救護体制の整備に努める。 

また、大規模災害時における避難所等の高齢者、障がい者、乳幼児等に対する福祉支援体制の整

備に努める。 

 

 ǵӣ ̱Ѱǵ ρ（総務課・保健福祉課・黒川郡医師会等） 

町の医療救護体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護体制・福祉支援体

制の整備 「第 1 町の医療救護体制の整備」の定めに準ずる。 

 

 ǵӣ ̱Ѱ（保健福祉課） 

県の医療救護体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護体制・福祉支援体制の整

備 「第 2 県の医療救護体制」の定めに準ずる。 

 

 ὡ ὟḜ ὑ （保健福祉課） 

災害拠点病院（宮城ＤＭＡＴ指定病院）等は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護

体制・福祉支援体制の整備 「第 3 災害拠点病院（宮城ＤＭＡＴ指定病院）等」の定めに準ずる。 

 

 ᷀ὁ ӣ ǵӣ ̱Ѱ（保健福祉課） 

在宅要医療患者の医療救護体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護体制・福祉

支援体制の整備 「第 4 在宅要医療患者の医療救護体制」の定めに準ずる。 

 

 ӣ ̱Ѱǲ͜Ȓ Ḹ ̱Ѱǵ ρ（保健福祉課・総務課・消防本部） 

医療救護体制に係る情報連絡体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護体

制・福祉支援体制の整備 「第 5 医療救護体制に係る情報連絡体制の整備」の定めに準ずる。 

 

 ӣ ᴜ ǵρ ɵ͑ ̱Ѱ（保健福祉課・総務課） 

医薬品等の備蓄・供給体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護体制・福祉支援

体制の整備 「第 6 医薬品等の備蓄・供給体制」の定めに準ずる。 

 

 ӣ Ҳǲ͜ȖȒ ʹȋ ǵὕ （保健福祉課） 

医療救護活動に係わる研修や訓練の実施は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護体

制・福祉支援体制の整備「第 7 医療救護活動に係わる研修や訓練の実施」の定めに準ずる。 
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 ̱Ѱǵ ρ（保健福祉課） 

福祉支援体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 14 節 医療救護体制・福祉支援体制の

整備「第 8 福祉支援体制の整備」の定めに準ずる。 
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21  ˔ ᾍ  

 

地震に伴う火災は、同時多発的に発生することが予想され、大規模災害になる可能性が高い。町

及び消防本部は、出火防止はもとより、初期消火、火災の延焼防止のため、火災予防対策の徹底に

努める。 

 

 ї Ʋ ˔ ǵⱬ⅝（総務課・消防本部） 

出火防止、火災予防の徹底は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22節 災害種別毎予防対策 第

１ 火災予防対策 「2 防災活動の促進」、「6 火災予防措置」の定めに準ずる。 

 

 Ҙǵ▌ӓ（総務課・消防本部） 

消防力の強化は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22 節 災害種別毎予防対策 第 1 火災予防

対策 「1 情報の収集・伝達体制の整備」、「3 消防組織の充実強化」、「4 消防力の強化」、

「5 消防団の育成」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

 ʰ֗Ǻ ǵ ρ͝  

町及び消防本部は、消火活動に必要な車両及び資機材等の整備促進に努める。なお、地震防

災上緊急に整備すべき施設等に関するものについては、第５次宮城県地震防災緊急事業五箇年

計画に基づき整備促進を図る。 

 

 ѫǵ ρ（総務課） 

消防水利の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22節 災害種別毎予防対策 第 1 火災予

防対策「4 消防力の強化」の定めに準ずる。 

 

 ǵϹὕ▌ӓ（総務課・消防本部） 

消防計画の充実強化は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 22節 災害種別毎予防対策 第 1 火

災予防対策「7 消防計画の充実強化」の定めに準ずる。 

 

 



- 22 ─   

    59 

 

22 ל  ̱Ѱǵ ρ 

 

物資等の緊急輸送は、情報収集・伝達と併せて災害応急対策活動の中心をなすものであり、輸送

路と輸送手段が確保されて初めて効率的な緊急輸送が可能となる。 

このため、町はあらかじめ緊急輸送路、輸送体制について定めておく。 

 

ל  ɋɁɆɭɶȭǵ◐ （総務課） 

緊急輸送ネットワークの形成は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 15 節 緊急輸送体制の整備 

「第 1 緊急輸送ネットワークの形成」の定めに準ずる。 

 

ל  ǵ ͪ（地域整備課・県警察本部） 

緊急輸送道路の確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 15節 緊急輸送体制の整備 「第 2 緊

急輸送道路の確保」の定めに準ずる。 

 

 ɖɨɛɶɆǵ ͪ（総務課） 

臨時ヘリポートの確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 15 節 緊急輸送体制の整備 「第

3 臨時ヘリポートの確保」の定めに準ずる。 

 

 ┴ ᾶʣǵᾍ (ɖɨȳȢɱ)ǵ ρ（総務課） 

建物屋上の対空表示( ヘリサイン) の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 災害予防対策 第

15節 緊急輸送体制の整備 「第 4 建物屋上の対空表示( ヘリサイン) の整備」の定めに準ずる。 

 

ל  ̱Ѱ（総務課） 

緊急輸送体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 15節 緊急輸送体制の整備 「第 5 緊急輸

送体制」の定めに準ずる。 
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23  ᾍ  

 

大規模地震災害発生時には、避難者が多数発生するおそれがある。 

このため、町は、人命を守ることを最優先に、救助の万全を期するため、必要な計画の作成、強

力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努め、緊急に避難する場所と

しての指定緊急避難場所及び避難路等の整備等、災害発生後に住民や外来者等が円滑に避難できる

よう、避難対策を強化するとともに、防災（防災・減災への取組み実施機関）と福祉の連携により、

高齢者等の要配慮者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る。 

 

 ♪ ǵԍѸǵק （総務課） 

地震発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれが

あることから、地震発生時の避難については、徒歩によることを原則とする。 

このため、町は、自動車免許所有者に対する継続的な啓発を行う等、徒歩避難の原則の周知

に努める。 

 

 ᾚ̱Ѱ（総務課・大和警察署・交通指導隊員・消防団・施設管理者） 

避難誘導体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16節 避難対策 「第 1 避難誘導体制」の

定めに準ずる。 

 

 ὑ ל ḹ ǵ ͪ（総務課） 

指定緊急避難場所の確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16節 避難対策 「第 3 指定緊

急避難場所の確保」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ͪ（地域整備課・総務課） 

避難路の確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16節 避難対策 「第 4 避難路の確保」の

定めに準ずる。 

 

 ǵ ρ（地域整備課・総務課・財政課） 

避難路等の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16節 避難対策 「第 5 避難路等の整備」

の定めに準ずる。 

 

 ᾚ̱Ѱǵ ρ（総務課・保健福祉課・まちづくり政策課） 

避難誘導体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16 節 避難対策「第 6 避難誘導体

制の整備」の定めに準ずる。 
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 Ҳ ǵ （総務課・町民課・保健福祉課・施設管理者） 

避難行動要支援者の支援方策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16 節 避難対策 「第 7 避

難行動要支援者の支援方策」の定めに準ずる。 

 

 ǲǑǘȒᾍꜘ（教育委員会・保健福祉課・町民課） 

教育機関における対応は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16節 避難対策 「第 8 教育機関

における対応」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ὑ（総務課・保健福祉課） 

避難計画の策定は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16節 避難対策 「第 9 避難計画の策定」

の定めに準ずる。 

 

10 ǲ ǠȒⅎḸ（総務課・まちづくり政策課） 

避難に関する広報は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 16 節 避難対策 「第 10 避難に関す

る広報」の定めに準ずる。 
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24  ֞Њȓᾍ  

 

大規模地震災害発生時には、地震あるいは火災等二次災害により、避難が長期化するおそれがあ

る。このため、町では事前に指定する避難所等について、発災の際速やかに開設、運営ができるよ

うそれぞれ指定するとともに、平常時から、被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し、披災

者支援の仕組みの整備等に努める。 

 

 ǵ ͪ（総務課・社会教育課・公共施設管理者） 

避難所の確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 17節 避難受入れ対策 「第 1 避難所の確保」

の定めに準ずる。 

  

 

 ǵ ӓᾍ （保健福祉課） 

避難の長期化対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 17節 避難受入れ対策 「第 2 避難の

長期化対策」の定めに準ずる。 

 

 ǲǑǘȒ Ҳ ǵᾍ （町民課） 

避難所における愛護動物の対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 17 節 避難受入れ対策 

「第 3 避難所における愛護動物の対策」の定めに準ずる。 

 

̌לꜘ  ̮ὁᾍ （地域整備課・総務課・まちづくり政策課） 

応急仮設住宅対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 17節 避難受入れ対策 「第 4 応急仮

設住宅対策」の定めに準ずる。 

 

 ₒὁᶩ ᾍ （総務課・保健福祉課） 

帰宅困難者対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 17節 避難受入れ対策 「第 5 帰宅困難

者対策」の定めに準ずる。 

 

 ǿǵ Ḹ̟ ̱Ѱ ǵ ρ（総務課） 

被災者等への情報伝達体制等の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 17節 避難受入れ対

策 「第 6 被災者等への情報伝達体制等の整備」の定めに準ずる。 

 

 ἴ ᾍ （総務課） 

孤立集落対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 17 節 避難受入れ対策「第 7 孤立集落対

策」の定めに準ずる。 



- 25 ⁸ ┘ ─   

    63 

 

25  Ʋ ֗Ǻ ǵ ͪ 

 

住宅の被災等による食料、飲料水及び生活物資の喪失、流通機能の一時的な停止や低下等が起こっ

た場合には、被災者への生活救援物資の迅速な供給が必要である。 

このため、発災直後から時間経過に応じ、被災者に対し円滑に食料、飲料水、燃料及び生活物資

の供給が行われるよう、町は、物資の備蓄、調達及び輸送体制の整備を図っていく。 

 

 ǵǯȒȀǔ （総務課） 

町民等のとるべき措置は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 18節 食料、飲料水及び生活物資

の確保 「第 1 町民等のとるべき措置」の定めに準ずる。 

 

 ֗Ǻ ǵ͑ ǵ ὑ  

食料及び生活物資等の供給計画の策定は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 18節 食料、飲料

水及び生活物資の確保 「第 2 食料及び生活物資等の供給計画の策定」の定めに準ずる。 

 

 ֗Ǻ ǵρ （総務課・県） 

食料及び生活物資等の備蓄は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 18節 食料、飲料水及び生活

物資の確保 「第 3 食料及び生活物資等の備蓄」の定めに準ずる。 

22 ⌐⅔↑╢ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡◖ⱴ♠꜠fi♃ꜟ( )₢ 

 

 ֗Ǻ ǵ ̱Ѱ（町民課・保健福祉課・農政商工課） 

食料及び生活物資等の確保調達体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 18節 食料、飲料水

及び生活物資の確保 「第 4 食料及び生活物資等の調達体制」の定めに準ずる。 

 

 ֗Ǻ ǵ ̱Ѱǵ ρ（町民課・総務課） 

食料及び生活物資等の輸送体制の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章第 18 節 食料、飲料

水及び生活物資の確保 「第 5 食料及び生活物資等の輸送体制の整備」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ͪ（財政課・総務課） 

燃料の確保は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 18節 食料、飲料水及び生活物資の確保 「第

6 燃料の確保」の定めに準ずる。 
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26  ɵ Ҳ ǿǵ ᾍ  

  

大規模地震災害時には、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、アレルギー等の慢性疾患を有する

者、外国人等の要配慮者、また、団体旅行客等も被災することが考えられ、その場合より危険・困

難な状態に置かれる可能性があること、さらに避難後の生活においても配慮を必要とすることが予

想されるため、町は、その対策について整備しておく。 

 

 Ʋ Ǔǋ ǿǵᾍꜘ（保健福祉課・教育委員会・ 

社会福祉法人大郷町社会福祉協議会） 

高齢者、障がい者等への対応は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 19節 要配慮者・避難行動

要支援者への支援対策 「第 1 高齢者、障がい者等への対応」の定めに準ずる。 

ה   

 

 Ẇᶮ˲ǿǵ ᾍ （総務課・町民課・まちづくり政策課） 

外国人への支援対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 19節 要配慮者・避難行動要支援者

への支援対策 「第 2 外国人への支援対策」の定めに準ずる。 

 

 ὖǿǵ ᾍ （農政商工課） 

旅行客への支援対策は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 19節 要配慮者・避難行動要支援者

への支援対策 「第 3 旅行客への支援対策」の定めに準ずる。 
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27  ֻ ὡᾍ  

 

大規模災害から町民の命を守るためには、最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びそ

の災害によって引き起こされる被害を的確に想定し、それに対する可能な限りの備えを行う必要が

ある。 

一つの災害が他の災害を誘発し、それぞれが原因となり、あるいは結果となって全体としての災

害を大きくする場合や別々の災害が偶発的に同時期に発生する場合等を意識し、そういった複合災

害について、より厳しい事態を想定した対策を講じる。 

 

 ֻ ὡǵꜘלᾍ ǿǵρǏ（総務課） 

複合災害の応急対策への備えは、風水害等災害対策編 第 2 章 第 20 節 複合災害対策 「第

1 複合災害の応急対策への備え」の定めに準ずる。 

 

 ֻ ὡǲ ǠȒ Ҳ（総務課） 

複合災害に関する防災活動は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 20節 複合災害対策 「第 2 複

合災害に関する防災活動」の定めに準ずる。 
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28  ὡ∕ ᾍ  

 

大規模地震発生後、大量に発生する災害廃棄物（災害によって発生する廃棄物及び被災者の生活に

伴い発生する廃棄物）や倒壊物・落下物等による障害物は、住民の生活に著しい混乱をもたらすこと

が予想される。 

このため、町は、廃棄物処理活動が円滑かつ迅速に行われるよう、黒川地域行政事務組合と連携し、

大量の災害廃棄物が発生した場合に必要となる広域処理も含めた災害廃棄物の処理体制の確立を図

る。 

 

 ы ̱Ѱ（町民課・黒川地域行政事務組合・事業者） 

処理体制は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 21節 災害廃棄物対策 「第 1 処理体制」の定

めに準ずる。 

 

 ʺǱ Кὦ（町民課） 

主な措置内容は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 21節 災害廃棄物対策 「第 2 主な措置内

容」の定めに準ずる。 
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29  ὲл᷂ḢǲǑǘȒ᷂ ὡ˔  

 

本町においては大規模な雪害は想定されにくいが、積雪期の地震は、他の季節の地震に比較し

て、より大きな被害を及ぼすことが予想されるため、町は、除雪体制の強化、避難体制の整備等、

総合的な雪に強いまちづくりを推進するものとし、積雪期の地震被害の軽減を図る。 

 

 ̱Ѱ ǵ ρ（地域整備課・総務課・各公共施設管理者・農政商工課） 

除雪体制等の整備は、風水害等災害対策編 第 2 章 第 1 節 風水害等に強いまちづくり 「第

3 風雪害予防対策」の定めに準ずる。 

 

18 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

19 ⌐⅔↑╢ ה ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡ ₢ 

23 ─ │ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 
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 ὡꜘלᾍ  
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 ὡꜘלᾍ  
 

本計画は、県防災計画に基づき、来るべき災害について一定の条件の想定のもとに作成している。 

そのなかで、被害を最小限とするための対応のあり方を検討しているが、当初の条件を越える災

害の発生に対しては、甚大かつ広域的な被害が予想されると同時に、これまでの大規模災害で経験

したことのないような広域的な停電や断水の発生、防災拠点の被災、町の行政機能の喪失、交通イ

ンフラの被災による応急対策活動への支障の発生、ガソリン等の燃料を含む各種物資の著しい不足

等を含め、事前の想定を超える事態が発生するおそれがあることに十分留意しつつ、各々の職掌に

おいて柔軟に対応し、最善の応急策を講じる。 

 

 Ḹǵ֛ ɵ̟  

 

地震の被害を最小限にとどめるためには、これらの情報を一刻も早く地域住民に伝達することが

重要である。特に要配慮者への伝達に万全を期する。また、円滑な応急対策活動を実施するため、

町及び各防災関係機関は、緊密な連携のもと災害に関する情報を迅速かつ的確に把握する体制を整

える。 

 

᷂ל  Ḹ（総務課） 

᷂ל  Ḹǵ  

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、

緊急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて放送

する。また、最大震度３以上、又はマグニチュード 3.5 以上等と予想されたときに、緊急地震

速報（予報）を発表する。なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地

震動特別警報に位置づけられる。 

仙台管区気象台は、緊急地震速報の利用の心得等の周知・広報に努める。 

※ 緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解

析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知

らせる警報である。このため、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない場合がある。 

᷂ל  Ḹǵ̟  

気象庁は、緊急地震速報を直ちに日本放送協会（ＮＨＫ）に伝達するとともに、防災関係機

関等への提供に努める。また、放送事業者等の協力を得て、テレビ、ラジオ（コミュニティＦ

Ｍ放送を含む）、携帯電話（緊急速報メール機能含む）、ワンセグ等を用いて広く住民等への

提供する。 

総務省消防庁の全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を通じて受理した町は、伝達を受

けた緊急地震速報を防災行政無線（戸別受信機を含む）等により、住民等への伝達を行う。 

また、住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては、町防災行政無線を始めとした効果的か

つ確実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努める。 
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᷂ל  Ḹș ǔǞǦḹֻǲ֝ȒȀǔ Ҳ 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地震

速報を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

そのため町は下記の内容を町民等へ周知する。 

 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅等屋内 頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下等に隠れる。 

＜注意＞ 

・あわてて外へ飛び出さない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理し

て消火しない。 

・扉を開けて避難路を確保する。 

駅やデパート等

の集客施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動する。 

＜注意＞ 

・あわてて出口・階段等に殺到しない。 

・吊り下がっている照明等の下からは退避する。 

街等屋外 ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。 

ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。 

丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

車の運転中 後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててスピー

ドを落とすことはしない。 

ハザードランプを点灯する等して、まわりの車に注意を促したのち、急ブレ

ーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。 

大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキをさける等、できるだけ安

全な方法により道路の左側に停止させる。 

 

 ᷂ Ḹ（総務課） 

仙台管区気象台は、観測した地震・津波情報を伝達する。これら気象台からの情報は、防災

関係機関等へ伝達され、報道関係機関の協力を得て住民に周知するように努める。 

 Ḹǵ  

仙台管区気象台は、地震、津波に関する現象及び観測成果を内容とした地震情報を伝達する。 
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(1)  地震情報の種類と内容 

地震情報 

の種類 
発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 地震発生約 1 分半後に、震度３以上を観測した

地域名（全国を約 188地域に区分）と地震の揺れ

の検知時刻を速報。 

震源に関する

情報 

・震度３以上 

（津波警報又は注意報を発表した

場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

「津波の心配がない」又は「若干の海面変動が

あるかもしれないが被害の心配はない」旨を付

加。 

震源・震度に 

関する情報

( 注)  

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・津波警報・津波注意報発表又は若

干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報( 警報) を発表した場

合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）、震度３以上の地域名と市町村毎の観測

した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その市町村名を発

表。 

各地の震度 

に関する情報

( 注)  

・震度 1 以上 震度 1 以上を観測した地点のほか、地震の発生

場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発

表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手

していない地点がある場合は、その地点名を発

表。 

地震が多数発生した場合には、震度３以上の地

震についてのみ発表し、震度２以下の地震につい

ては、その発生回数を「その他の情報( 地震回数

に関する情報) 」で発表。 

推計震度 

分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、1km四方

ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報とし

て発表。 

長周期地震動

に関する観測

情報 

・震度３以上 高層ビル内での被害の発生可能性等に

ついて、地震の発生場所( 震源) やその規

模( マグニチュード) 、地域ごと及び地点

ごとの長周期地震動階級等を発表( 地震

発生から約20～30分後に気象庁ホームペ

ージ上に掲載) 。  
 

遠地地震に 

関する情報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部等著しい被害が発生する可

能性がある地域で規模の大きな

地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所( 震源) やその規模

（マグニチュード）を概ね 30 分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述し

て発表。 

その他の情報 ・顕著な地震の震源要素を更新した

場合や地震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震

が多発した場合の震度１以上を観測した地震回

数情報等を発表。 

( 注) 気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文では、「震源・震度に関する情報」と「各地

の震度に関する情報」はまとめた形の一つの情報で発表している。 
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 ְ̃ Ӣ ְǒȐǵ Ḹǵ̟  

(1) 仙台管区気象台及び防災関係機関の対応 

仙台管区気象台は、大津波警報、津波警報又は注意報（以下「津波警報等」という。）、

地震及び津波情報を直ちに、防災関係機関や報道機関に伝達する。これを受理した防災関係

機関は、それぞれの伝達系統により市町村等関係機関へ伝達する。 

緊急を要する津波警報等については、地上系の補完として、直接町等に周知できるように、

衛星を利用した全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）により、総務省消防庁から同報送

信されている。 

(2) 報道機関の対応 

報道機関は、津波警報等、地震及び津波情報を、住民に広く周知することに努める。 

 Ǥǵ̀ǵ Ḹ ǵ  

仙台管区気象台は、地震発生後の余震発生状況や降雨状況を監視し、二次災害防止のために

地震情報のほか気象情報等も発表し、注意を喚起する。 

また、震度５強以上を観測する地震が発生した市町村では、地盤が脆弱になっている可能性

が高く、雨による土砂災害の危険性が通常より高いと考えられることから、大雨警報(土砂災

害)・大雨注意報及び土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用する。 

 ˗ ǵᾍꜘ 

放送事業の管理者は、次の措置を講じる。 

(1) 放送事業者は、各計画主体と協力して、被害に関する情報、交通に関する情報、ライフラ

インに関する情報、津波情報等、防災関係機関や居住者等及び観光客等が必要な情報の提供

に努めるよう留意する。 

(2) 発災後も円滑に放送を継続し、地震情報報等を報道出来るようあらかじめ必要な要員の配

置、施設等の緊急点検その他の被災防止措置を講じ、その具体的な内容を管理者ごとに定め

る。 

 ᷂ Ḹ ǵ̟ （町全課局館） 

地震情報等の伝達は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 1 節 防災気象情報の伝達「第 3 気象

予警報等の伝達」の定めに準ずる。 

 

 ὡ Ḹǵ֛ ɵ̟ （町全課局館） 

 ᷂ ♥ǵ ὡǵ֛ ɵ̟  

地震発生直後の被害の収集・伝達は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 2 節 情報の収集・伝達 

第 1 [1 被害の収集・伝達」の定めに準ずる。 

 ὡ ǵ （町全課局館） 

被害状況の調査は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 2 節 情報の収集・伝達 第 1 「2 被害状

況の調査」の定めに準ずる。 

29 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ ₢ 

30 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

31 ⌐ ∆╢ ₡ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ₢ 
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38 ┘ fiכ꜡♪─ ⌐ ∆╢ ₡ ₢⁸ 

₡ ה ◦☻♥ⱶ ₢ 

 

 Ḹ ǵ̟ （町全課局館） 

情報等の伝達は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 2 節 情報の収集・伝達 第 1 「3 情報等の

伝達」の定めに準ずる。 

 

 ὡ Ḹ ǵ˧ （町全課局館） 

災害情報等の交換は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 2 節 情報の収集・伝達 第 1 「4 災害

情報等の交換」の定めに準ずる。 

16 ─ ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

19 ⌐⅔↑╢ ה ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡ ₢ 

  

 

 ͬɵ ǵ ͪ（総務課・まちづくり政策課・消防本部） 

通信・放送手段の確保は、風水害等災害対策編 第 3 章 [ 第 3 節 通信・放送施設の確保」の

定めに準ずる。 

  

 ♄▬ꜘꜟ 

 

 

 



-    

    74 

 

 ὡⅎḸ Ҳ 

 

町は、住民の生命、財産を保全するため、仙台管区気象台からの情報をはじめとする地震情報、

避難所等の状況、安否情報等その時々に必要な情報を各防災関係機関と連携を図りながら、迅速か

つ的確に提供する。 

また、要配慮者、災害により孤立化する危険のある地域の被災者、都市部における帰宅困難者等

情報の入手が困難な被災者に対しても、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備を図る。 

なお、情報の提供に当たっては、要配慮者に十分配慮するよう努める。 

 

 ̝ ˍǵ （総務課・まちづくり政策課・消防団） 

社会的混乱の防止は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 4 節 災害広報活動「第 1 社会的混乱

の防止」の定めに準ずる。 

 

 ⅎḸ Ҳ（総務課・まちづくり政策課） 

広報活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 4 節 災害広報活動「第 2 広報活動」の定めに

準ずる。 

 

 ⅎ Ҳ（総務課・まちづくり政策課） 

広聴活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 4 節 災害広報活動「第 3 広聴活動」の定めに

準ずる。 

 

 Ḹ ǿǵ （総務課・まちづくり政策課） 

報道機関への発表は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 4 節 災害広報活動「第 4 報道機関へ

の発表」の定めに準ずる。 

 

 ὄב Ḹ（総務課・保健福祉課・まちづくり政策課・社会教育課） 

安否情報の広報活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 4 節 災害広報活動「第 5 安否情報」

の定めに準ずる。 
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 Ҳ̱Ѱ 

 

大規模地震が発生した場合、町内の広い範囲で町民の生命、財産に被害を及ぼすおそれがある。

このため、町は、大規模地震を覚知したならば、一刻も早い初動体制を確立し、情報の収集・応急

対策等を実施することが重要であることから、各々の組織内で定めた配備計画に基づき体制を敷き、

防災活動を行う。 

また、復旧の過程で、これら本災害の後に発生が予想される余震に対しても、同様に基本的な対

応を求めるものである。 

なお、町は、災害応急段階においては、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分

配慮する。 

 

 ѧҲᾍꜘǵḨ Ǐ  

町及び防災関係機関は、発災当初の 72 時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯

であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分す

る。 

 

 ᴣǵ ρ̱Ѱ（総務課） 

町内で地震災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれがある場合において、次により配

備体制を敷く。 

なお、災害の規模によって、災害対策本部の設置に必要な職員の参集に時間を要したり、本部

設置以前に早急な行動を必要とする場合には、活動可能な職員のみで初動体制を確立し、速やか

な活動を開始する。 

 ρ( ֵ)  

町内で震度４を観測する地震が発生した場合、又は警戒本部設置前において、総務課長が必

要と認めた場合、必要な人員をもって警戒配備体制（０号）を敷く。 

 ѩ ρ( ֵ)  

町内で震度４を観測する地震が発生し、かつ被害が発生したときは、又は、特に町長が必要

と認めたときは、大郷町警戒本部を設置し、特別警戒配備（１号）体制を敷く。 

 ѩ ρ( ֵ)  

町内で震度５弱もしくは震度５強を観測する地震が発生したとき、又は、特に町長が必要と

認めたときは、大郷町特別警戒本部を設置し、特別警戒配備（２号）体制を敷く。 

 ₡ ρ( ֵ)  

町内で震度６弱以上の地震が観測されたとき、大郷町災害対策本部を自動的に設置し、非常

配備体制を敷く。  

ただし、災害対策本部設置前の段階でも被害の規模が相当程度に広がることが予想される場

合、町長は速やかに災害対策本部を設置する。 

 ᷂ ὡᾍ  

局地的かつ特に甚大な被害が発生した場合、又は発生するおそれがあり、本部長が特に必要
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と認めた場合には、災害対策本部に現地災害対策本部を設置する。 

 ҽҵ Ẇǵ ʺ ρ 

休日、夜間等勤務時間外に上記配備、本部設置等に該当する地震等を覚知した場合、各々所

定の人員は自主的に登庁し、配備につく。 

 

 ρ ̉ǵ̟ ֗ǺҲᴣ̱Ѱ（町全課局館） 

警戒配備及び特別警戒配備に関する職員の動員については、事前に各課等でそれぞれの場合の

動員計画について定めておくほか、下記の伝達職員についても定める。 

なお、動員に当たっては町の各課等において職員の安否を確認する必要があるため、安否確認

システムや災害時におけるその他の連絡手段を用いて 安否確認を行う。 

 ҽҵ КǲǑǘȒҲᴣ  

(1) 連絡体制 

災害対策本部が設置される場合は災害の状況により配備体制を決め各部長に庁内放送を通じ

指令する。 

(2) 活動体制への移行 

各部長等は直ちに所属職員に連絡し、大郷町災害対策本部活動要領による各部の活動体制を

とる。 

(3) 参集場所 

各職員が所属場所で初動活動を行う。地域拠点、現地対策本部には、本部から応援を派遣

する。 

 ҽҵ ẆǵҲᴣ  

(1) 連絡体制 

ア 地震発生後、職員は自らテレビ・ラジオ等から情報を収集し、緊急配備体制に基づき、

該当する職員は速やかに参集する。 

イ 地震発生後、参集までに時間を要する職員は、その旨を所属部長に連絡する。 

ウ 一定時間を経過しても連絡がなく、参集しない職員に対しては、所属部長が連絡し、安

否の確認や参集の可否、参集可能時刻等を確認する。 

(2) 非常招集の方法 

ア 大規模な地震災害が起こった場合の職員の動員については、通信の途絶のため伝達の困

難と交通の途絶のため登庁に時間を要すること等を考慮し、町内在住の職員及び町外の者

であっても徒歩・自転車・バイクでの登庁の可能な職員について、日常から所要時間、経

路等を十分把握しておき、災害発生時は速やかに登庁する。 

イ 通信網の途絶により、配備指令の伝達が困難な状態となった場合は、全員に配備指令が

出されたものとする。 

(3) 各関係課長等による時間外の配備要員に対する連絡方法は次のとおりとする。 

ア 勤務時間外における職員への連絡方法 

各課長等は、課所属の各係長名、住所、連絡方法を把握しておき、また、各係長は所属職

員の住所及び連絡方法を把握し直ちに動員できるよう措置する。 

イ 庁舎警備員による非常伝達 

庁舎警備員は異常気象通報又は災害発生情報を覚知したときは、総務課長又は防災担当者
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に連絡して指示をあおぎ、必要に応じて関係課長等に連絡する。 

ウ 各関係者に連絡すべき情報 

( ア)  災害発生のおそれのある地震情報等が関係機関から通報され、又は自ら覚知し緊急

に応急措置を実施する必要があると認められるとき。 

( イ)  地震災害が発生し緊急に応急措置を実施する必要があると認められるとき。 

( ウ)  地震災害発生のおそれのある異常現象の通報があったとき。なお、警備員宿直室に

は、町長、副町長、教育長、総務課長及び町職員の住所録、電話番号及び連絡方法を表

示しておく。 

 

ₒ ─  ₓ 

○勤務時間内 

 

 

 

 

  

報
告 

指
示 

町 長 

災 害 情 報 消 防 団 長 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

小中学校 

給食センター 

各 分 団 長 

副 町 長 

教 育 長 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

総 務 課 長 

( 防 災 対 策 室 長 )  

会 計 課 長 

財 政 課 長 

町 民 課 長 

保 健 福 祉 課 長 

税 務 課 長 

農 政 商 工 課 長 

地 域 整 備 課 長 

学 校 教 育 課 長 

社 会 教 育 課 長 

中 央 公 民 館 長 

 

まちづくり政策課長 

復 興 推 進 課 長 

議 会 事 務 局 長 
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○勤務時間外 

 

 

 

 ρ̱Ѱ（町長・総務課） 

警戒配備体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 5 節 防災活動体制「第 5 警戒配備体制」の

定めに準ずる。 

 

 ὡᾍ ǵ （町長・総務課） 

町内で震度６弱以上の地震が観測されたとき、又は町内に特別警報（地震）が発表されたとき

は、災害対策本部を設置し、非常配備体制を敷く。 

職員の配備は、地震災害規模と災害情報を基準として、各自が判断する自動配備とする。 

ただし、災害対策本部設置前の段階でも被害の規模が相当程度に広がることが予想される場合、

町長は速やかに災害対策本部を設置する。 

災害対策本部等、各配備体制の運用基準等については次のとおりである。 

  

職 員 

報
告 

指
示 

町 長 

消 防 団 長 

職 員 

職 員 会 計 課 長 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

職 員 

小中学校 

給食センター 

各 分 団 長 

副 町 長 

教 育 長 

庁舎警備員 

職 員 

まちづくり政策課長 

復 興 推 進 課 長 

職 員 

職 員 

財 政 課 長 

議 会 事 務 局 長 

町 民 課 長 

保 健 福 祉 課 長 

税 務 課 長 

農 政 商 工 課 長 

地 域 整 備 課 長 

学 校 教 育 課 長 

社 会 教 育 課 長 

 
中 央 公 民 館 長 

総 務 課 長 

( 防災対策室長)  
災 害 情 報 
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 ᷂ ǵ ל ρ̱Ѱ 

区分 配備体制 配備の基準（自動配備） 活動内容 配備人員 

警 

戒 

配 

備 

体 

制 

( 体制長：

総務課長)  

警

戒

体

制 

警
戒
（
第
０
号
）
配
備 

1 町内で震度４の地震が観測され

たとき。 

2 その他特に総務課長が必要と認

めたとき。 

総務課、地域整備課の所

要人員で情報収集及び連

絡活動が円滑に行い得る

体制とする。 

総務課 

地域整備課 

各課所要人員 

特 

別 

警 

戒 

本 

部 

( 本部長：

町長)  

特 

別 

警 

戒 

配 

備 

第

１

号

配

備 

1 町内で震度４の地震が観測さ

れ、被害が発生したとき。 

2 その他特に町長が必要と認めた

とき。 

 

 

全課長等及び総務課、地

域整備課、農政商工課の

所要人員及び社会育課の

指定職員で災害に関する

情報の収集、連絡及び応

急対策を実施し、状況に

より第２号配備体制に移

行できる体制とする。 

全課長等 

総務課 

地域整備課 

農政商工課 

各課所要人員 

及び社会教育

課の指定職員 

 

第

２

号

配

備 

1 町内で震度５弱、強の地震が観

測されたとき。 

2 その他特に町長が必要と認めた

とき｡ 

全課局館係長以上、総務

課、地域整備課、農政商

工課、社会教育課の所要

人員及び情報調査員で情

報収集、連絡活動及び応

急対策を実施し、状況に

より非常配備（災害対策

本部の設置）に移行でき

る体制とする。 

全課局館係長

以上 

総務課 

地域整備課 

農政商工課 

社会教育課 

各課所要人員 

及び情報調査

員 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

( 本部長：

町長)  

非 

常 

配 

備 

第

３

号

配

備 

1 町内で震度６弱以上の地震が観

測されたとき。 

2 町内に特別警報※が発表された

とき。 

3 災害が発生し、又は災害が発生

するおそれがある場合において

町長が必要と認めたとき。 

※緊急地震速報（震度６弱以上）が

特別警報に位置づけられており、

地震動については実測値に従う。 

災害応急対策に従事する

ことができる全職員を配

備し、組織の全力を挙げ

て活動する体制とする。 

全職員 

  

 

 ὡᾍ ǵ （町長・総務課） 

 ₡ ρ̱Ѱ ֵ  

町長は、災害対策基本法第 23条の 2 第 1 項の規定により、前記した町内で震度６弱以上の地

震が観測されたとき、又は災害が発生するおそれがある場合において町長が必要と認めたとき

は、「大郷町災害対策本部活動要領」により大郷町災害対策本部を設置し、非常配備体制（３号）

を敷く。ただし、災害対策本部設置前の段階でも被害の規模が相当程度に広がることが予想さ

れる場合、町長は速やかに災害対策本部を設置する。 

また、被災地への救援活動をより的確に実施するため、現地災害対策本部を適宜設置し、被
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災地において、県及び各防災関係機関等と連携をとって活動を推進する。 

 

ₒ   ₓ 
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 ὡᾍ ǵ  

(1) 本部に本部長、副本部長を置き、本部長は町長を、副本部長は副町長、教育長をもって

充てる。 

(2) 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、各部の職員を指揮監督する。 

(3) 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

(4) 本部に部及び部長を置き、各部長は前掲配備編成に掲げる者をもって充てる。 

(5) 本部に本部員会議を置き、本部長、副本部長及び各部長をもって構成する。 

(6) 災害対策本部長は、局地災害の応急対策を強力に推進するため、必要があると認めると

きは、現地災害対策本部を設置し、本部長が指名する現地本部長及び現地本部員を置く。 

(7) 現地本部長は副本部長又は本部員の中から、現地本部員は本部員の中から指名する。 

 ᴣ 

各部に本部連絡員を置き、所属部と災害対策本部事務局との連絡調整や、所属部の所管する

情報の収集伝達等を行う。 

 Ḹ ᴣ 

各課に情報連絡員を置き、所属課に関する情報等の連絡事務を行う。 

 ֗Ǻ∕ Ḩ  

(1) 設置基準 

ア 町内に特別警報※が発表されたとき。 

イ 地震災害が発生し、又は地震災害が発生するおそれがある場合において町長が必要と

認めたとき。 
※緊急地震速報（震度６弱以上）が特別警報に位置づけられており、地震動については実測

値に従う。 

(2) 廃止基準 

ア 本部長は、災害の危険がなくなったとき又は災害発生後における応急措置が概ね完了

したときは、本部を閉鎖する。 

イ 災害復旧について協議する必要があると認められる場合は、災害復旧対策本部又は災

害復旧対策連絡会議に移行する。 

(3)  公表 

災害対策本部を設置したときは、速やかに本部員、関係機関及び住民に対し、電話、文書、

防災行政無線（同報）放送、その他の方法で通知するとともに、本部の表示を本部設置場所

に掲示する。なお、廃止した場合の公表については、設置の場合に準ずる。 

(4)  設置場所 

災害対策本部の設置場所は、役場庁舎 2 階応接室とするが、庁舎の被災状況により使用で

きない場合は、状況に応じて代替場所に設置する。 

なお、災害対策本部長の職務は、町長が不在のときは副町長が代行し、副町長が不在のと

きは教育長が代行する。警戒本部長の代行も同様とする。 

 ὡ Ҟ Ǔ ǜȓǦḹֻǵ̱Ѱ 

町長は、知事の指導を受けて、災害救助法に基づく救助事務を補助する。 
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 ⁸ ǵꜘ Ӳὑ 

町長は、災害応急対策上必要があると認めた場合、「災害時における宮城県市町村相互応援

協定」等の応援協定を締結している市町村及び防災関係機関等に対し、応援要請等を行う。 

.1   

.2   

 

 ǵ Ҳ（総務課・消防本部・消防団） 

消防機関等の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 5 節 防災活動体制 「第 7 消防機関等

の活動」の定めに準ずる。 

 

 Ʋᶮ֗Ǻ ͜ ǯǵ （総務課） 

県、国及び関係機関との連携は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 5 節 防災活動体制 「第 8 県、

国及び関係機関との連携」の定めに準ずる。 

 

 ֻ ὡ ǵ̱Ѱ（総務課） 

複合災害発生時の体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 5 節 防災活動体制 「第 9 複合災害

発生時の体制」の定めに準ずる。 
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 ˛ꜘ Ҳ 

 

大規模地震災害時において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、町は、他

の市町村や防災関係機関等と相互に応援協力し、連携を図りながら、防災活動に万全を期す。 

 

 ⁸ ǵ ˛ꜘ Ҳ（総務課） 

市町村間の相互応援活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 7 節 相互応援活動 「第 1 市町

村間の相互応援活動」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ˛ꜘ Ҳ（総務課・消防本部・消防団） 

消防機関の相互応援活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 7 節 相互応援活動 「第 2 消防

機関の相互応援活動」の定めに準ずる。 

 

ל  Ҟ ǵꜘ Ҳ（総務課・消防本部・消防団） 

緊急消防援助隊の応援活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 7 節 相互応援活動 「第 3 緊

急消防援助隊の応援活動」の定めに準ずる。 

 ⁸ ⁸ ⁸  

 ₈ ₉ ⌐ ∆╢  

 ₡ ⁸ ₢ 

 ₡ ⁸ ₢ 

 ₡ ⁸ ₢ 

 ₡ ≤╪ ⁸ ₢ 

 ⌐⅔↑╢  

 ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

10 ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

11 ⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

12  

13  

17 ₡( ) ₢ 

 

 ᷂ḢКǵ ͜ ǵꜘ ӲҘ（総務課） 

地域内の防災関係機関の応援協力は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 7 節 相互応援活動 「第

4 地域内の防災関係機関の応援協力」の定めに準ずる。 

 

 ⅎḢ Ǳꜘ ̱Ѱ（総務課） 

広域的な応援体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 7 節 相互応援活動 「第 5 広域的な応

援体制」の定めに準ずる。 
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 ֞Њ̱Ѱǵ ͪ（総務課） 

受入体制の確保は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 7 節 相互応援活動 「第 6 受入体制の確

保」の定めに準ずる。 

 

 ̀ ǿǵꜘ ̱Ѱ（総務課・宮城県） 

他県等への応援体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 7 節 相互応援活動 「第 7 他県等へ

の応援体制」の定めに準ずる。 
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 ὡ Ҟ ǵ  

 

町は、大規模災害による被害が大きい場合は、住民の生命・財産を守り、応急対策を行うため、

知事に対し災害救助法の適用を要請し、応急的に食料品その他の生活必需品の欠乏、住居の喪失、

傷病等に悩む被災者に対する一時的な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図る。 

 

 ὕ ʺ̱（町長・総務課） 

実施主体は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 8 節 災害救助法の適用 「第 1 実施主体」の定

めに準ずる。 

 

 ὡ Ҟ ǵ （総務課・保健福祉課） 

災害救助法の適用は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 8 節 災害救助法の適用 「第 2 災害救

助法の適用」の定めに準ずる。 

 

 Ҟǵὕ ǵỖ̑（総務課・保健福祉課） 

救助の実施の委任は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 8 節 災害救助法の適用 「第 3 救助の

実施の委任」の定めに準ずる。 

 ─ ─  
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 ǵ ὡ  

 

町は、大規模災害に際して、人命又は財産保護のため、特に必要があると認められる場合は、

知事（復興・危機管理総務課）等に対し自衛隊法第 83 条及び災害対策基本法第 68 条の 2 の規

定に基づき、自衛隊の災害派遣要請を依頼する。 

 

 ὡ ǵ ǔ（町長・総務課） 

災害派遣要請の手続きは、風水害等災害対策編 第 3 章 第 9 節 自衛隊の災害派遣「第 1 災害

派遣要請の手続き」の定めに準ずる。 

 

 ǯǵ （総務課） 

自衛隊との連絡調整は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 9 節 自衛隊の災害派遣「第 2 自衛隊

との連絡調整」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ҲКὦ（総務課） 

派遣部隊の活動内容は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 9 節 自衛隊の災害派遣「第 3 派遣部

隊の活動内容」の定めに準ずる。 

 

 ǵ֞Њ̱Ѱ（総務課） 

派遣部隊の受入体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 9 節 自衛隊の災害派遣「第 4 派遣部

隊の受入体制」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ֛（町長・総務課） 

派遣部隊の撤収は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 9 節 自衛隊の災害派遣「第 5 派遣部隊の

撤収」の定めに準ずる。 

 

 ǵ （総務課） 

経費の負担は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 9 節 自衛隊の災害派遣「第 6 経費の負担」の

定めに準ずる。 

 ⁸  
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ɵל  Ҟ Ҳ 

 

大規模地震が発生した場合、家屋の倒壊、落下物、出火炎上等によって多数の負傷者が発生するおそ

れがある。これらの人々については一刻も早い救出・救助活動が必要であることから、町は県並びに防

災関係機関と連絡を密にしながら速やかに応急対策を実施する。 

また、被害が多方面に広がることが予想されることから、自主防災組織、事業所、地域住民について

も防災の基本理念に基づき自ら救出・救助活動に協力する。 

 

 ǵ Ҳ（総務課・保健福祉課・消防団・自主防災組織） 

町の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 10節 救急・救助活動「第 1 町の活動」の定め

に準ずる。 

 

 ǵ Ҳ（消防本部・総務課・消防団） 

消防機関の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 10節 救急・救助活動「第 2 消防機関の

活動」の定めに準ずる。 

 

 Ẏᴇ ό ǵ Ҳ（大和警察署） 

大和警察署の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 10節 救急・救助活動「第 3 大和警察

署の活動」の定めに準ずる。 

 

 ̮ ֗Ǻ ʺ ǵ Ҳ（総務課） 

住民及び自主防災組織等の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 10節 救急・救助活動「第

4 住民及び自主防災組織等の活動」の定めに準ずる。 

 

 ˗ȷɆɪȷᾍ （総務課・消防本部） 

惨事ストレス対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 10節 救急・救助活動「第 5 惨事スト

レス対策」の定めに準ずる。 

 

 ᾍ （総務課） 

救急・救助活動における感染症対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 10節 救急・救助活動

「第 6 感染症対策」の定めに準ずる。 
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 ӣ Ҳ 

 

大規模地震災害の発生時には、同時に多数の負傷者等が発生し、迅速な医療救護が要求されるた

め、町は、緊急的な対応策や医療関係機関と連携を図りながら迅速かつ的確に医療救護活動を実施

する。 

 

 ѧҲӣ ̱Ѱǵ （保健福祉課） 

初動医療体制の確立は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 11節 医療救護活動「第 1 初動医療

体制の確立」の定めに準ずる。 

 

 ӣ ҲɵҞ Ҳ（保健福祉課） 

医療救護活動・助産活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 11節 医療救護活動「第 2 医療

救護活動・助産活動」の定めに準ずる。 

 

 ὡ ♥ ӣ ̱Ѱ（保健福祉課・消防本部） 

災害時後方医療体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 11節 医療救護活動「第 3 災害時後

方医療体制」の定めに準ずる。 

 

ל  ǵ ̱Ѱ（総務課・保健福祉課・消防本部） 

救急患者等の搬送体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 11節 医療救護活動「第 4 救急患

者等の搬送体制」の定めに準ずる。 

 

 ӣ ᴜɵ ᶅ ǵ ͪ（保健福祉課） 

医薬品・資器材の確保は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 11節 医療救護活動「第 5 医薬品・

資器材の確保」の定めに準ずる。 

 

 Њ ɵ ǿǵᾍꜘ（保健福祉課） 

入院者・通院者への対応は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 11節 医療救護活動「第 6 入院

者・通院者への対応」の定めに準ずる。 

 

 ᷀ὁ ӣ ǵӣ ̱Ѱ（保健福祉課） 

在宅要医療患者の医療救護体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 11節 医療救護活動「第 7 

在宅要医療患者の医療救護体制」の定めに準ずる。 
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 Ҳ 

 

大規模地震発生時には、同時多発火災の発生等により極めて甚大な被害が予想されるため、町は、

消防機関、住民、自主防災組織、事業所等の協力も得ながら、他の消防機関等との連携を図りつつ、

全機能を挙げて被害を最小限に食い止めるため、出火防止措置や消火活動を行う。 

 

 ҲǵḨ （消防本部・総務課・消防団） 

消火活動の基本は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 33節 災害種別毎応急対策 第 1 「1 消火

活動の基本」の定めに準ずる。 

 

 ǵ Ҳ（消防本部・総務課・消防団） 

消防機関の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 33節 災害種別毎応急対策 第 1 「2 消防

機関の活動」の定めに準ずる。 

 

 ˗ ǵ Ҳ（事業所） 

事業所の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 33節 災害種別毎応急対策 第 1 「3 事業所

の活動」の定めに準ずる。 

 

 ʺ ǵ Ҳ（総務課・自主防災組織） 

自主防災組織の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 33節 災害種別毎応急対策 第 1 「4 自

主防災組織の活動」の定めに準ずる。 

 

 ǵ Ҳ（総務課・住民） 

町民の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 33節 災害種別毎応急対策 第 1 「5 町民の活

動」の定めに準ずる。 

 

 ꜘ ǵ （総務課・消防本部） 

応援の要請は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 33節 災害種別毎応急対策 第 1 「7 応援の要

請」の定めに準ずる。 
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10  ˧ ɵ Ҳ 

 

大規模地震災害発生に際し、町民の生命の保全、町民生活の維持のうえからも交通・輸送活動は

重要な課題である。 

緊急輸送活動は、負傷者、病人の搬送や災害応急対策を実施する際に必要な人員、物資等の輸送

等特に速やかな対応が望まれることから、防災関係機関は密接な連携を保ちながら緊急輸送路を確

保し、輸送を実施する。 

 

 ǵ Ҳ（総務課・地域整備課） 

交通・輸送における町の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 12節 交通・輸送活動 「第

1 町の活動」の定めに準ずる。 

 

 ʣ˧ ǵ ͪᾍ （総務課・地域整備課） 

陸上交通の確保対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 12節 交通・輸送活動 「第 2 陸上交

通の確保対策」の定めに準ずる。 
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11  ɖɨȱɕȽɶǵ Ҳ 

 

大規模地震災害時においては、道路の損壊に加え、倒伏した電柱等の道路上の支障物により道路

網の確保が困難となることが予想されることから、機動性に優れたヘリコプターを活用し、初動時

における被害情報収集・伝達や救出救助活動、負傷者の搬送、救援物資の搬送等、広域的・機動的

な活動を行う。 

 

 Ҳ̱Ѱ（総務課・消防本部） 

ヘリコプターの活動（活動体制、活動内容、活動拠点の確保）は、風水害等災害対策編 第 3

章 第 13節  ヘリコプターの活動「第 1 活動体制」の定めに準ずる。 

 

 （総務課） 

ヘリコプターの派遣要請は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 13節  ヘリコプターの活動「第

2  派遣要請」の定めに準ずる。 
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12  Ҳ 

 

地震が発生した場合、直ちに警戒態勢を整え、地区住民等を速やかに避難させるため、町は、適

切に避難指示等を行うとともに、速やかに指定緊急避難場所の開放及び指定避難所を開設し、地区

住民等の安全が確保されるまでの間あるいは住家の復旧がなされるまでの間、管理運営に当たる。 

 

ԍѸ  

「避難行動」とは、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「命を守るため

の行動」であり、各人が自らの判断で行動をとることが原則である。 

̮ Ҳ  

地震発生時、揺れが続いている間はその場にあった身の安全確保を図り、揺れが収まって

から、周囲の状況等により必要に応じて、指定緊急避難場所等の安全な場所への移動などの

避難行動をとる。 

 

 （町長・総務課） 

避難指示等は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 2 避難指示等」の定めに

準ずる。 

 

 ǵКὦ֗Ǻק （町長・総務課） 

避難指示の内容及び周知は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 3 避難指示

の内容及び周知」の定めに準ずる。 

 

 ӢḢКǿǵ ЊǵѰ ɵ ֗ǺӢḢẆǿǵ ֒ᴁ̉（町長・総務課 

・大和警察署・消防本部・消防団） 

警戒区域内への立入の制限・禁止及び区域外への退去命令は、風水害等災害対策編 第 3 章 第

14節 避難活動「第 4  警戒区域内への立入の制限・禁止及び区域外への退去命令」の定めに準ず

る。 

 

 ǵ ᾚ（総務課・保健福祉課・消防団・自主防災組織） 

避難の誘導は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 5 避難の誘導」の定めに

準ずる他、次の対策を実施する。 

 ᾚ ǵ ˗  

地震発生時には、家屋の倒壊、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するおそれがあること

から、避難は徒歩を原則とするが、避難行動要支援者やその避難支援を行う者で徒歩による円

滑な避難が困難な場合、町職員、警察官、消防職員等は、自動車でも安全かつ確実な避難を行

えるよう、地域や道路の事情に応じた対応に努める。 
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 ὑ ל ḹ ǵ ֗Ǻק （総務課・社会教育課・保健福祉課） 

指定緊急避難場所の開放及び周知は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 6 指

定緊急避難場所の開放及び周知」の定めに準ずる。 

  

 

 ǵ ֗Ǻ ᵣ（総務課・社会教育課・保健福祉課・自主防災組織） 

避難所の開設及び運営は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 7 避難所の開

設及び運営」の定めに準ずる。 

 

 Ḹǵ ̉ ǲȏȒⅎḢ （総務課） 

避難情報の発令等による広域避難は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 8

避難情報の発令等による広域避難」の定めに準ずる。 

 

 ӓǿǵᾍы（総務課・社会教育課・保健福祉課） 

避難長期化への対処は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 9 避難長期化へ

の対処」の定めに準ずる。 

 

 ₒὁᶩ ᾍ （総務課・まちづくり政策課） 

帰宅困難者対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14 節 避難活動「第 10 帰宅困難者対策」

の定めに準ずる。 

 

10 ἴ ǵὄב ᾍ （総務課） 

孤立集落の安否確認対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 11 孤立集落

の安否確認対策」の定めに準ずる。 

 

11 ⅎḢ ǿǵ （総務課） 

広域避難者への支援は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 12 広域避難者へ

の支援」の定めに準ずる。 

 

12 ᷀ὁ ǿǵ （総務課・保健福祉課・社会福祉法人大郷町社会福祉協議会） 

在宅避難者への支援は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 14節 避難活動「第 13 在宅避難者へ

の支援」の定めに準ずる。 
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13 ̌לꜘ  ̮ὁ ǵ ͪ 

 

大規模地震災害により、住宅を失う被災者が多数生じる事態が考えられる。被災直後は避難

所等で生活をすることになるが、その生活が長期間にわたることは避けなければならない。 

このため、町は、応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備をはじめ、空き家になっている町

営住宅、民間賃貸住宅の活用、さらには被災住宅の応急修理等を積極的に実施する。 

 

̌לꜘ  ̮ὁ ┴ Ḍꜘ̮לὁ ǵ ρǯ （地域整備課・総務課） 

応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備と維持管理は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 15節 応

急仮設住宅等の確保「第１ 応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備と維持管理」の定めに準ずる。 

 

 Џᵣ̮ὁǵ （地域整備課） 

公営住宅の活用等は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 15節 応急仮設住宅等の確保「第 2 公

営住宅の活用等」の定めに準ずる。 

 

 ̮ὁǵ （総務課・まちづくり政策課） 

民間賃貸住宅の活用等は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 15節 応急仮設住宅等の確保「第 3 

民間賃貸住宅等の活用等」の定めに準ずる。 

 

̌לꜘ  ̮ὁ ǵЊᾱ ǿǵ ̱Ѱǵ ρ（保健福祉課） 

応急仮設住宅等の入居者等への支援体制の整備は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 15節 応急

仮設住宅等の確保「第 4 応急仮設住宅等の入居者等への支援体制の整備」の定めに準ずる。 

 

̌לꜘ  ̮ὁǵЊᾱ ֗Ǻꜘלʹ ᾍ ǵ ὑ（保健福祉課・地域整備課） 

応急仮設住宅の入居者及び応急修理対象者の選定は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 15節 応

急仮設住宅等の確保「第 5 応急仮設住宅の入居者及び応急修理対象者の選定」の定めに準ずる。 

 

 ̮ὁǵꜘלʹ （地域整備課） 

住宅の応急修理は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 15節 応急仮設住宅等の確保「第 6 住宅

の応急修理」の定めに準ずる。 

 

 ┴ ֗Ǻ┴ ǵ ͪ（地域整備課） 

建築資材及び建築技術者の確保は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 15節 応急仮設住宅等の確

保「第 7 建築資材及び建築技術者の確保」の定めに準ずる。 
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 Ѱ↓ǲ ǠȒ Ḹ ͑（総務課・保健福祉課） 

支援制度に関する情報提供は、風水害等災害対策編 第 3章 第 15節 応急仮設住宅等の確保「第

8 支援制度に関する情報提供」の定めに準ずる。 
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14  Ҳ 

 

大規模地震災害時において、住民からの身近な相談や要望に対応するため、町の相談活動の体制

を整備し、防災関係機関とも連携して対応する。 

 

 ǵ Ҳ（総務課） 

町の相談活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 16節 相談活動「第 1 町の相談活動」の定

めに準ずる。 
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15  ɵ Ҳ ǿǵ Ҳ 

 

大規模地震災害の発生時には、特に要配慮者や旅行客に対するさまざまな応急対策が必要と

なる。また、情報の提供についても、要配慮者に十分配慮する必要がある。 

このため、町は、必要な諸施策について速やかに実施する。 

 

 ɵ Ǔǋ ǿǵ Ҳ（保健福祉課） 

高齢者・障がい者等への支援活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 17節 要配慮者・避難行

動要支援者への支援活動「第 1 高齢者・障がい者等への支援活動」の定めに準ずる。 

33 ⌐⅔↑╢ ─ ╣ ─ ⌐ ∆╢  

₡  ╒⅛ ₢ 

34 ⌐⅔↑╢ ─ ╣ ─ ⌐ ∆╢ ₡  ₢ 

35 ⌐⅔↑╢ ─ ╣ ─ ⌐ ∆╢ ₡  ₢ 

36 ⌐⅔↑╢ ─ ╣ ─ ⌐ ∆╢  

₡  ₢ 

37 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  ₡  ╖╠™₢ 

  

 

 Ẇᶮ˲ Ҳ（まちづくり政策課） 

外国人支援活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 17節 要配慮者・避難行動要支援者への支

援活動「第 2 外国人支援活動」の定めに準ずる。 

 

 ǿǵᾍꜘ（農政商工課） 

旅行者への対応は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 17節 要配慮者・避難行動要支援者への支

援活動「第 3 旅行者への対応」の定めに準ずる。 
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16  Ҳ ǵ֛ὦᾍ  

 

大規模地震災害に伴い、所有者不明の動物、負傷動物が多数生じるとともに、避難所における動

物同伴者等の問題も生じることが予想される。 

町は、動物愛護の観点から、これらの動物の保護や適正な飼育に関し、宮城県塩釜保健所等関係

機関や（公社）宮城県獣医師会等関係団体との協力体制を確立する。 

 

 ᷂ḢǲǑǘȒҲ ǵͪ （町民課） 

被災地域における動物の保護は、風水害等災害対策編 第 3章 第 18節 愛玩動物の収容対策「第

1 被災地域における動物の保護」の定めに準ずる。 

 

 ǲǑǘȒҲ ǵ Ǳ （町民課） 

避難所における動物の適正な飼育は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 18節 愛玩動物の収容対

策「第 2 避難所における動物の適正な飼育」の定めに準ずる。 

 

 ̌ ̮ὁǲǑǘȒҲ ǵ Ǳ （町民課・総務課） 

仮設住宅における動物の適正な飼育は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 18節 愛玩動物の収容

対策「第 3 仮設住宅における動物の適正な飼育」の定めに準ずる。 
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17  Ʋ ֗Ǻ ⱳ ᴜǵ ɵ͑ Ҳ 

 

町は、大規模地震災害時における町民の基本的な生活を確保するため、物資調達・輸送調整

等支援システム等を活用し備蓄状況の確認を行うとともに、被災者の食料、飲料水及び生活必

需品に対する要望や避難所で不足している物資等を的確に把握し、関係団体等と連携を図りな

がら迅速かつ円滑な調達・供給活動を行う。 

なお、被災状況の程度や、避難の長期化に伴うニーズの変化等を踏まえ、時宜を得た物資の

調達に配慮するとともに、避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には冷

房器具、冬季には暖房器具など、被災地の実情を考慮して調達・確保を行う。 

また、調達物資の選定に当たっては、要配慮者、女性や子育て家庭の避難生活、アレルギー

対策、避難生活の長期化における栄養バランス等について配慮する。 

 

 ɵ ͑ ̱Ѱǵ ρ（町民課・財政課） 

食料・物資供給体制の整備は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 19節 食料、飲料水及び生活必

需品の調達・供給活動「第 1 食料・物資供給体制の整備」の定めに準ずる。 

 

 （町民課・学校教育課） 

食料の調達・供給活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 19節 食料、飲料水及び生活必需品

の調達・供給活動「第 2 食料」の定めに準ずる。 

25 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡╖╛⅞ ₢ 

26 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ ⁸ ╖╛⅞ ₢ 

27 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

₡ ⁸ ₢ 

 

 （地域整備課） 

飲料水の調達・供給活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 19節 食料、飲料水及び生活必需

品の調達・供給活動「第 3 飲料水」の定めに準ずる。 

26 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ 1 2 ⁸ ╖╛⅞ ₢ 

28 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

)Ɽfiꜗ☺☼כꜝ♩Ⱳꜝכ◖ה◌◖₡ )₢ 

17 ₡( ) ₢ 
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 ǵ （保健福祉課） 

生活関連物資の調達活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 19節 食料、飲料水及び生活必需

品の調達・供給活動「第 4 生活関連物資の調達」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ̱Ѱ（町民課・保健福祉課） 

物資の輸送体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 19節 食料、飲料水及び生活必需品の調達・

供給活動「第 5 物資の輸送体制」の定めに準ずる。 

 

 ǵ֞Њȓ֗Ǻ ѝ（町民課・保健福祉課） 

義援物資の受入れ及び配分は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 19節 食料、飲料水及び生活必

需品の調達・供給活動「第 6 義援物資の受入れ及び配分」の定めに準ずる。 

 

 ǵ ɵ͑ （財政課） 

燃料の調達・供給は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 19節 食料、飲料水及び生活必需品の調

達・供給活動「第 7 燃料の調達・供給」の定めに準ずる。 

24 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ ⁸ ₢ 
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18  ɵͪβ Ҳ 

 

被災地、特に避難所においては、生活環境の悪化に伴い、被災者が感染症の病原体に対する抵抗

力の低下等の悪条件となるため、町は関係機関と連携し、迅速かつ強力な防疫措置及び予防接種等

を実施し、感染症流行の未然防止に万全を期すとともに、被災者の健康状況等に十分配慮し必要に

応じ救護所等の設置や心のケアを含めた保健衛生活動を実施する。 

特に、要配慮者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、必要に応じ福祉施設等での受入れ、

介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボランティア関係団体等の協力を得つつ、計

画的に実施する。 

 

 （町民課・保健福祉課） 

防疫活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 20節 防疫・保健衛生活動「第 1 防疫」の定め

に準ずる。 

 

 ͪβᾍ （保健福祉課・学校教育課） 

保健対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 20節 防疫・保健衛生活動「第 2 保健対策」の

定めに準ずる。 

 

 ᴜ ᾍ （保健福祉課） 

食品衛生対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 20節 防疫・保健衛生活動「第 3 食品衛生

対策」の定めに準ずる。 
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19  ̱ ǵ ɵы ɵḛ  

 

大規模な災害により死者、行方不明者が生じた場合は、町は、防災関係機関の協力を得て、これ

らの捜索・処理を速やかに行い、民心の安定を図る。 

 

 ̱ ǵ （町民課・総務課・消防団） 

遺体等の捜索は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 21節 遺体等の捜索・処理・埋葬「第 1 遺

体等の捜索」の定めに準ずる。 

 

 ̱ǵы ɵ֛ὦ（町民課） 

遺体の処理・収容は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 21節 遺体等の捜索・処理・埋葬「第 2 

遺体の処理・収容」の定めに準ずる。 

 

 ̱ǵ Ʋḛ （町民課） 

遺体の火葬、埋葬は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 21節 遺体等の捜索・処理・埋葬「第 3 

遺体の火葬、埋葬」の定めに準ずる。 

 

 （総務課） 

遺体等の捜索・処理・埋葬の費用は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 21節 遺体等の捜索・処

理・埋葬「第 4 費用」の定めに準ずる。 
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20  ὡ∕ ы Ҳ 

 

大規模地震災害発生時には、建築物の倒壊、流失、火災等によって多量の廃棄物が発生し、また、

避難所等におけるし尿の処理需要が発生するほか、廃棄物処理施設や下水道施設の損壊による処理

機能の低下が予想される。 

このため、町は、廃棄物の収集処理を適切に実施し、地域環境の保全を図る。 

 

 ὡ∕ ǵы （町民課） 

災害廃棄物の処理は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 22節 災害廃棄物処理活動「第 1 災害

廃棄物の処理」の定めに準ずる。 

 

 ы ̱Ѱ（町民課） 

災害廃棄物の処理体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 22節 災害廃棄物処理活動「第 2 処

理体制」の定めに準ずる。 

 

 ы （町民課・地域整備課） 

町民は、廃棄物を分別して排出するなど、町の廃棄物処理活動に協力する。また、町は、避難

所の生活環境を確保し、被災地の衛生状況を保持するため、以下の措置を講じる。 

 ǛȆǵ֛ ы  

ごみの収集処理は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 22節 災害廃棄物処理活動 第 3 「1 ご

みの収集処理」の定めに準ずる。 

 ὡ∕ ǵ ֒ы  

災害廃棄物の除去処理は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 22節 災害廃棄物処理活動 第 3 

「2 災害廃棄物の除去処理」の定めに準ずる。 

 Ǟᾮы  

し尿処理は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 22節 災害廃棄物処理活動 第 3 「3 し尿処理」

の定めに準ずる。 

22 ⌐⅔↑╢ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡◖ⱴ♠꜠fi♃ꜟ( )₢ 

 

 ˥Ҳ ֗Ǻ Ҳ ᾍ （町民課・農政商工課） 

死亡動物及び放浪動物対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 22節 災害廃棄物処理活動 「第

4 死亡動物及び放浪動物対策」の定めに準ずる。 

 

 ṑͪЋᾍ ǵ （町民課） 

環境保全対策の推進は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 22節 災害廃棄物処理活動 「第 5 環

境保全対策の推進」の定めに準ずる。 
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21  ̝ ⅜ǵ Ҳ 

 

被災地域においては社会的な混乱や心理的動揺も多分に存在すると考えられるので、社会秩序の

維持が重要な課題となる。大規模地震災害発生においては、市場流通の停滞等により、食料、生活

必需品の物不足が生じ、この際に売り惜しみ、買い占め等が起こるおそれがある。 

このため、町は県や関係機関と連携して、被災者の生活再建へ向けて、物価監視等を実施し、さ

らには流言飛語や犯罪による社会不安、混乱等を防止するため所定の対策を講じる。 

 

 ⱳ ᴜǵ ͔ （農政商工課） 

生活必需品の物価監視は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 23 節 社会秩序の維持活動「第 1 生

活必需品の物価監視」の定めに準ずる。 

 

 όǵ Ҳ（総務課・大和警察署） 

警察の活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 23 節 社会秩序の維持活動「第 2 警察の活動」

の定めに準ずる。 
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22  Ҳ 

 

教育委員会は、大規模災害により教育施設等が被災し、又は児童生徒等の被災により通常の教育

を行うことが出来ない場合は、教育の確保を図るため、関係機関の協力を得ながら教育施設の応急

復旧、児童生徒等の応急教育等必要な措置を講じる。 

 

 ˗Ѽ̱Ѱ（学校長等） 

教育活動の事前体制は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 1 事前体制」の

定めに準ずる。 

 

 （学校教育課・学校長等・教育委員会） 

教育活動の避難措置は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 2 避難措置」の

定めに準ずる。 

 

 ǵꜘל （学校教育課・社会教育課・教育委員会） 

学校等施設等の応急措置は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 3 学校等施

設等の応急措置」の定めに準ずる。 

  

 

 ǵὕ （学校教育課・教育委員会） 

教育の実施は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 4 教育の実施」の定めに

準ずる。 

 

 Ⱳ ǵβ∆ （学校教育課・教育委員会） 

心身の健康管理は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 5 心身の健康管理」

の定めに準ずる。 

 

 ἶ ᴜ ǵ ʦǯ （学校教育課・教育委員会） 

学用品等の給与と調達は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 6 学用品等の

給与と調達」の定めに準ずる。 

 

 ἶ ᾍ （学校教育課・学校長等・教育委員会） 

学校給食対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 7 学校給食対策」の定

めに準ずる。 
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 ἶ ǵ ͪ（学校教育課・教育委員会） 

通学手段の確保は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 8 通学手段の確保」

の定めに準ずる。 

 

 ἶ Ǔ᷂Ḣǵ ǲǱǪǦḹֻǵ （学校教育課・教育委員会） 

学校等教育施設が地域の避難所等になった場合の措置は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24

節 教育活動「第 9 学校等教育施設が地域の避難所等になった場合の措置」の定めに準ずる。 

 

10 ὡꜘלᾍ ǿǵ ♪ǵӲҘ（学校教育課・学校長等・教育委員会） 

災害応急対策への生徒の協力は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 10 災害

応急対策への生徒の協力」の定めに準ずる。 

 

11 ̝ ǵꜘלᾍ （社会教育課・教育委員会） 

社会教育施設等の応急対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 24 節 教育活動「第 11 社会教

育施設等の応急対策」の定めに準ずる。 
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23  ֗ǺҥϐҘǵ ͪ 

 

大規模地震災害時において、速やかな応急対策を実施するため、防災資機材、応急対策のために必

要な労働者及び技術者等の調達・確保及び緊急使用等が必要になることが考えられる。 

このため町は、他の市町村や県及び防災関係機関と相互に連携し、発災時に円滑な緊急調達等の措

置が図られるよう万全を期す。 

 

̓ל  ǵǦȈǵ （地域整備課・総務課・財政課） 

防災資機材及び労働力の緊急使用のための調達は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 25 節 防災

資機材及び労働力の確保「第 1 緊急使用のための調達」の定めに準ずる。 

18 ⌐⅔↑╢ ─ ⌐ ∆╢  

₡ ₢ 

19 ⌐⅔↑╢ ה ⌐ ╢ 

⌐ ∆╢ ₡ ₢ 

20 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

₡  ₢ 

 

 ҥϐ ǵ ͪ（総務課・保健福祉課・農政商工課・社会福祉法人大郷町社会 

福祉協議会） 

労働者の確保は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 25 節 防災資機材及び労働力の確保「第 2 労

働者の確保」の定めに準ずる。 

 

 ҥϐҘǵ ѝ（総務課） 

労働力の配分は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 25 節 防災資機材及び労働力の確保「第 3 労

働力の配分」の定めに準ずる。 
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24  ЏВᶽ ǵꜘלᾍ  

 

道路、河川、その他の公共土木施設は、町民の日常生活及び社会・経済活動はもとより、大規模

な災害発生時の応急対策活動において重要な役割を果たすものである。 

このため、町及び関係機関は、これらの施設については、それぞれ応急体制を整備し、相互に連

携を図りつつ迅速な対応を図る。 

 

 （地域整備課・財政課） 

公共土木施設等の応急対策における道路施設は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 26 節 公共土

木施設等の応急対策「第 1 道路施設」の定めに準ずる。 

 

 ′ （地域整備課） 

公共土木施設等の応急対策における河川管理施設は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 26 節 公

共土木施設等の応急対策「第 2 河川管理施設」の定めに準ずる。 

 

 ɵ᷂ǠȀȑɵ ῇ ͜ （地域整備課・農政商工課） 

公共土木施設等の応急対策における砂防・地すべり・治山関係施設は、風水害等災害対策編 第

3 章 第 26 節 公共土木施設等の応急対策「第 3 砂防・地すべり・治山関係施設」の定めに準ずる。 

19 ⌐⅔↑╢ ה ⌐ ╢ ⌐ 

∆╢ ₡ ₢ 

 

 ᷂Ʋ （農政商工課） 

公共土木施設等の応急対策における農地、農業用施設は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 26

節 公共土木施設等の応急対策「第 4 農地、農業用施設」の定めに準ずる。 

 

 ∕ ы （町民課） 

公共土木施設等の応急対策における廃棄物処理施設は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 26 節 

公共土木施設等の応急対策「第 5 廃棄物処理施設」の定めに準ずる。 

 

 ┴ Ʋ ὁ᷂ǲ ǠȒӾ ↓Ѩὑ ǵὕ （地域整備課・税務課） 

被災建築物、被災宅地に関する危険度判定等の実施は、風水害等災害対策編 第 3章 第 26節 公

共土木施設等の応急対策「第 6 被災宅地に関する危険度判定等の実施」の定めに準ずる他、被災

建築物の危険度判定は次により実施する。 

 ┴ Ӿלꜘ ↓Ѩὑ 

町は、県の支援を受けて「被災建築物応急危険度判定業務マニュアル（全国被災建築物応急

危険度判定協議会）」、「被災建築物応急危険度判定マニュアル（財団法人日本建築防災協会、

全国被災建築物応急危険度判定協議会）」に基づき、被災建築物応急危険度判定士の協力を得
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て、次により被災建築物の応急危険度判定を行う。 

(1)  本部長が判定実施を決定した場合は、災害対策本部の下に実施本部を設置する。 

(2)  実施本部は、次の業務に当たる。 

ア 被災状況の把握 

イ 判定実施計画の策定 

ウ 県本部長への支援要請 

エ 被災建築物応急危険度判定士の受入れ 

オ 判定の実施及び判定結果の集計、報告 

カ 町民等への広報 

キ その他判定資機材の配布 

(3)  被災建築物応急危険度判定士の業務 

被災建築物応急危険度判定士は、業務マニュアルに基づき、判定を実施し判定結果を表示す

る。 

ア 建築物の被害程度に応じて、「危険建築物」、「要注意建築物」、「調査済建築物」の

3 区分に判定する。 

イ 判定結果は、当該建築物の見やすい場所に判定ステッカーを表示する。 

ウ 判定結果は災害対策本部に報告するとともに、被災者対策に活用するように努める。 
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25  ɧȢɓɧȢɱ ǵꜘלⱥ  

 

大規模地震災害により上下水道・電気・ガス・通信サービス等のライフライン施設が被害を受け

た場合、日常生活や経済活動の場である都市機能が著しく低下し、町民の生命、身体財産が危険に

さらされることとなることから、ライフライン被害の影響は最小限に食い止めることが重要である。 

このため、町及びライフライン事業者は、震災時においては、発災後直ちに、専門技術をもつ人

材等を活用して、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実施するとともに、被害状況を迅速

かつ的確に把握し、二次災害の防止、被災者の生活確保を最優先に、必要な要員及び資機材を確保

するとともに、防災関係機関及びライフライン事業者は相互に緊密な連携を図りながら機動力を発

揮して迅速な応急復旧活動に努め、必要に応じ、広域的な応援体制をとるよう努める。その際、施設・

設備等の応急復旧のため被災地に派遣された関係機関のリエゾンは、相互に連携し活動する。 

また、町は、情報収集で得た航空写真、画像、地図情報等については、ライフライン施設等の被害

状況の早期把握のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、ＧＩＳの活用による情報提供に努め

る。 

 

 （地域整備課） 

水道施設の応急復旧は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 27 節 ライフライン施設等の応急復旧

「第 1 水道施設」の定めに準ずる。 

17 ₡( ) ₢ 

 

 ʤ （地域整備課） 

下水道施設の応急復旧は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 27 節 ライフライン施設等の応急復

旧「第 2 下水道施設」の定めに準ずる。 

22 ⌐⅔↑╢ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡◖ⱴ♠꜠fi♃ꜟ( )₢ 

  

 

 Ҙ （総務課・財政課） 

電力施設の応急復旧は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 27 節 ライフライン施設等の応急復旧

「第 3 電力施設」の定めに準ずる。 

 

 ӓ Ȫȷ （総務課・財政課） 

液化石油ガス施設の応急復旧は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 27 節 ライフライン施設等の

応急復旧「第 4 液化石油ガス施設」の定めに準ずる。 

 

 ͬɵ （総務課） 

電信・電話施設の応急復旧は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 27 節 ライフライン施設等の応

急復旧「第 5 電信・電話施設」の定めに準ずる。 
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26  Ӿ ǵὄЋ ͪ 

 

大規模地震により危険物施設等が被害を受け、危険物の流失、その他の事故が発生した場合は、

施設等の被害程度を速やかに把握し、二次災害を防止するための迅速かつ適切な応急措置を講じる

とともに、事業所の関係者及び周辺住民等に対する危害防止を図るために、町、消防、警察等関係

機関は相互に協力し、総合的な被害軽減対策を実施する。 

 

 ˗ ǲǑǘȒꜘלᾍ （総務課・町民課） 

事故発生時における応急対策は、風水害等災害対策編 第 3章 第 33節 災害種別毎応急対策「第

3 危険物等災害応急対策」の定めに準ずる。 

  

 

 ṑɠɉȽɨɱȮ（総務課・町民課） 

環境モニタリングは、風水害等災害対策編 第 3 章 第 33節 災害種別毎応急対策「第 3 危険物

等災害応急対策」の定めに準ずる。 
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27  ǵꜘלᾍ  

 

大規模地震により、農業生産基盤、林道・治山施設等の施設被害のほか、飼料の不入荷による家

畜等の被害、燃料、電気の途絶による施設園芸等のハウスや作物被害といった間接的な被害が予想

される。 

このため町は、県及び関係機関等と相互に連携を保ちながら、被害を最小限に食い止めるため、

的確な対応を行う。 

 

 ѫ （地域整備課・農政商工課） 

農業用水利施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 28節 農林業の応急対策「第 1 

農業用水利施設」の定めに準ずる。 

 

 Ʋ ῇ （農政商工課） 

林道、治山施設の応急対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 28節 農林業の応急対策「第 2 

林道、治山施設」の定めに準ずる。 

19 ⌐⅔↑╢ ה ⌐ ╢ ⌐ ∆╢  

₡ ₢ 

 

 （農政商工課） 

農産物の応急対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 28節 農林業の応急対策「第 3 農産物」

の定めに準ずる。 

 

 （農政商工課） 

畜産の応急対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 28 節 農林業の応急対策「第 4 畜産」の

定めに準ずる。 

 

 （農政商工課） 

林業の応急対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 28 節 農林業の応急対策「第 5 林業」の

定めに準ずる。 
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28  ˘ ὡɵ ֻ ὡ ᾍ  

 

二次災害とは、地震等による自然災害が生じた後、災害調査・人命救助等に伴う災害、土石流の

災害地に入った救援隊が受けるおそれのある災害等二次的に生ずる災害を指す。 

特に、東日本大震災のように広範囲にわたり発生した災害については、それに関連する様々な事

象について対応策を講ずる。 

 

 ˘ ὡǵ Ҳ（町全課局館） 

二次災害の防止活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 29節 二次災害・複合災害防止対策「第

1 二次災害の防止活動」の定めに準ずるほか、次の対策を実施する。 

 ̵ ɵ ᷂  

町は、余震による建築物、構造物の倒壊等に備え、二次災害防止施策を講じる。特に復旧作

業中等の場合は、作業の停止、避難等の作業員の安全確保対策をとる。 

 

 ὡ ǵ ᾍ （農政商工課・総務課） 

風評被害等の軽減対策は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 29節 二次災害・複合災害防止対策

「第 2 風評被害等の軽減対策」の定めに準ずる。 
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29 Џלꜘ  ǵὕ  

 

大規模地震災害が発生した、又は発生が予想される場合において、応急措置を実施するため、特

に必要があると認めるときは、町長等は、施設、土地、家屋又は物資を管理、使用し、収用し、若

しくは応急措置の業務に従事させる等により、必要な措置を図る。 

 

Џלꜘ  ǵ （総務課） 

応急公用負担の権限は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 30節 応急公用負担等の実施「第 1 応

急公用負担の権限」の定めに準ずる。 

 

 Џ ̉ ǵ˧̂（総務課） 

応急公用負担等の公用令書の交付は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 30節 応急公用負担等の

実施「第 2 公用令書の交付」の定めに準ずる。 

 

 ǔ（総務課） 

応急公用負担等の手続きは、風水害等災害対策編 第 3 章 第 30節 応急公用負担等の実施「第

3 手続き」の定めに準ずる。 

 

 ẕ Ϭ֗Ǻ ὡ Ϭ （総務課） 

応急公用負担等の損失補償及び損害補償等は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 30節 応急公用

負担等の実施「第 4 損失補償及び損害補償等」の定めに準ずる。 
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30  ɚɧɱɄȡȠ Ҳ 

 

大規模震災時の災害応急対策及び復旧・復興期においては、多くの人員を必要とするため、町は、

ボランティア活動の協力を申し入れる団体や個人の協力を得て、効果的な応急対策、復旧・復興対

策を実施する。 

その際、社会福祉法人大郷町社会福祉協議会等が中心となって、速やかに災害ボランティアセン

ターを設置し、全国から駆けつける災害ボランティアの活動を支援、調整し、被災住民の生活復旧

を図るとともに、専門的なボランティアニーズに対しては、町が災害ボランティアセンターとの連

携を図りつつ対応する。 

 

 ʝ ɚɧɱɄȡȠ（保健福祉課・社会福祉法人大郷町社会福祉協議会） 

一般ボランティアの活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 31 節 ボランティア活動「第 1

一般ボランティア」の定めに準ずる。 

32.1 ⌐⅔↑╢ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ה ⌐ ∆╢  

₡  ₢ 

32.2 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ה ⌐ ∆╢  

₡ ₢ 

 

 ᾐ ɚɧɱɄȡȠ（保健福祉課・関連各課・社会福祉法人大郷町社会福祉協議会） 

専門ボランティアの活動は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 31節 ボランティア活動「第 2 専

門ボランティア」の定めに準ずる。 

 

 ɵ ǯǵ （保健福祉課・社会福祉法人大郷町社会福祉協議会） 

ＮＰＯ・ＮＧＯとの連携は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 31節 ボランティア活動「第 3 Ｎ

ＰＯ・ＮＧＯとの連携」の定めに準ずる。 
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31  ẆǒȐǵ ǵ֞Њȓ 

 

町は、大規模地震災害時において、海外から救援物資の提供や救援隊派遣などの支援の申し出

があった場合、県及び関係機関と十分連絡調整を図りながら対応する。 

 

 ẆǒȐǵ Ҳǵ֞Њȓ（総務課） 

海外からの救援活動の受入れは、風水害等災害対策編 第 3 章 第 32節 海外からの支援の受入

れ「第 1 海外からの救援活動の受入れ」の定めに準ずる。 

 

 Кὦǵ （総務課） 

救援内容の確認は、風水害等災害対策編 第 3 章 第 32 節 海外からの支援の受入れ「第 2 救

援内容の確認」の定めに準ずる。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ὡⱥ ɵⱥ ᾍ  
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 ὡⱥ ɵⱥ ᾍ  
 

 ὡⱥ ɵⱥ  
 

この計画は、地震発生後の一刻も早い被災者の生活安定及び社会経済活動の再構築を図るととも

に、長期的な視点から地震に強い町づくりを構築していくことを目的とする。 

 

 ὡⱥ Ʋⱥ ǵḨ ׄǵ ὑ（町全課局館） 

災害復旧、復興の基本方向の決定は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 1 節 災害復旧・復興計

画「第 1 災害復旧、復興の基本方向の決定」の定めに準ずる。 

 

 ὡⱥ （町全課局館） 

災害復旧計画は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 1 節 災害復旧・復興計画「第 2 災害復旧計

画」の定めに準ずる。 

 

 ὡⱥ （町全課局館） 

災害復興計画は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 1 節 災害復旧・復興計画「第 3 災害復興計

画」の定めに準ずる。 

 

 ὡⱥ Ḩ ǵ （財政課） 

災害復興基金の設立等は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 1 節 災害復旧・復興計画「第 4 災

害復興基金の設立等」の定めに準ずる。 
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 П┴  

 

町、県及び防災関係機関は、被災者の自立的生活再建を支援するため、相互に連携し、積極的に

各種の措置を講じる。 

 

 ̮ὁǲ ǠȒֺ  

町は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、

住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施

時期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に説明する。また、県は町

の活動の支援に努める。 

 

 ǵ˧̂（税務課・総務課） 

罹災証明書の交付は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 1 罹災証明書の

交付」の定めに準ずる。 

 

 ְₓǵ̸ （総務課） 

被災者台帳の作成は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 2 被災者台帳の

作成」の定めに準ずる。 

 

 П┴ Ѱ↓（保健福祉課） 

被災者生活再建支援制度は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 3 被災者

生活再建支援制度」の定めに準ずる。 

 

 ὡͪ ǵ （総務課） 

損害保険の活用は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 4 損害保険の活用」

の定めに準ずる。 

 

 ǵ ̂ǘ（保健福祉課） 

資金の貸付けは、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 5 資金の貸付け」の

定めに準ずる。 

 

 ͪ （保健福祉課） 

生活保護は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 6 生活保護」の定めに準

ずる。 
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 Ǥǵ̀ Ѱ↓（保健福祉課） 

その他救済制度は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 7 その他救済制度」

の定めに準ずる。 

 ─ ⌐ ∆╢  

 

 ǵ （税務課・町民課・地域整備課） 

税負担等の軽減は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 8 税負担等の軽減」

の定めに準ずる。 

 

10 ᾍ （農政商工課） 

雇用対策は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 2 節 生活再建支援「第 9 雇用対策」の定めに準

ずる。 

 

11 ֥ǵ （総務課） 

相談窓口の設置は、風水害等災害対策編 第 4章 第 2節 生活再建支援「第 10 相談窓口の設置」

の定めに準ずる。 
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 ̮ὁⱥ  

 

町及び関係機関は、被災者の生活再建を支援するため、生活基盤である住宅について、被災者に

よる自力再建を基本とした住宅再建支援を行うとともに、必要に応じて公的住宅の供給を行う。 

 

 ʝ ̮ὁⱥ ǵ ͪ（地域整備課・復興推進課・まちづくり政策課） 

一般住宅復興資金の確保は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 3 節 住宅復旧支援「第 1 一般住

宅復興資金の確保」の定めに準ずる。 

 

 ̮ὁǵ┴ （地域整備課・復興推進課・まちづくり政策課・総務課） 

住宅の建設等は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 3 節 住宅復旧支援「第 2 住宅の建設等」の

定めに準ずる。 

 

 ᶧ ͝ ˗ ǵ （総務課・地域整備課・まちづくり政策課・復興推進課） 

防災集団移転促進事業の活用は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 3 節 住宅復旧支援「第 3 防

災集団移転促進事業の活用」の定めに準ずる。 
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 ⱥ  

 

町は、被災した中小企業者及び農林業者等施設の災害復旧と経営の維持安定を図るため、各

種資金の融資が円滑に行われるように、必要な措置を講じるとともに、経営の維持・再生、起

業等への支援策の充実を図るよう努める。 

 

 ʴᾛ̔ ᾍ （農政商工課） 

中小企業金融対策は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 4 節 産業復興の支援「第 1 中小企業金

融対策」の定めに準ずる。 

 

 ᾍ （農政商工課） 

農林業金融対策は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 4 節 産業復興の支援「第 2 農林業金融対

策」の定めに準ずる。 

 

 ֥ǵ （農政商工課） 

相談窓口の設置は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 4 節 産業復興支援「第 3 相談窓口の設置」

の定めに準ずる。 
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 ⁸Ḩ ǵⱥ ᾍ  

 

町及び関係機関は、住民生活や産業活動の早期回復を図るため、被災した道路、鉄道等の主

要交通施設及びライフライン、地域保全施設を緊急に復旧し、今まで以上に災害に強い地域に

再生するために、都市基盤復興計画を必要に応じて策定する。 

被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことにかんがみ、その維持・回復や再構

築に十分に配慮する。 

 

 ȅǨǬǖȑ（まちづくり政策課・地域整備課・総務課 

・教育委員会） 

防災まちづくりは、風水害等災害対策編 第 4 章 第 5 節 都市基盤の復興対策「第 1 防災まち

づくり」の定めに準ずる。 

 

 ὑǜȓȒ Кὦ͈（まちづくり政策課・地域整備課・総務課） 

想定される計画内容例は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 5 節 都市基盤の復興対策「第 2 想

定される計画内容例」の定めに準ずる。 
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 ǵ֞ЊȓƲ ѝ 

 

大規模地震災害時には、多くの義援金が送られてくることが予想されるため、町は、これらの受

入体制を確立し、関係機関と連携して迅速かつ適切に被災者へ配分する。 

 

 ֞Њȓ（会計課） 

義援金の受入れは、風水害等災害対策編 第 4 章 第 6 節 義援金の受入れ、配分「第 1 受入れ」

の定めに準ずる。 

 

 ѝ（保健福祉課） 

義援金の配分は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 6 節 義援金の受入れ、配分「第 2 配分」の

定めに準ずる。 
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 ὡǵ ὑ 

 

町は、災害により町内で甚大な被害が発生した場合には、「激甚災害に対処するための特別

の財政援助等に関する法律（昭和 37年法律第 150号）」に基づく激甚災害の指定を受けること

により、町に対して特別の財政援助、被災者等に対しては特別助成措置が行われるため、早期

に指定を受けられるよう調査、手続き等を行うとともに、公共施設等の災害復旧事業が迅速か

つ円滑に行われるよう措置する。 

 

 ὡǵ （総務課） 

激甚災害の調査は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 7 節 激甚災害の指定「第 1 激甚災害の調

査」の定めに準ずる。 

 

 ὡ ὑǵ ǔ（総務課） 

激甚災害指定の手続きは、風水害等災害対策編 第 4 章 第 7 節 激甚災害の指定「第 2 激甚災

害指定の手続き」の定めに準ずる。 

 

 ѩ Ҟǵ˧̂ ǔ（財政課） 

特別財政援助の交付は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 7 節 激甚災害の指定「第 3 特別財政

援助の交付（申請）手続き」の定めに準ずる。 

 

 ὡ ὑḨ （総務課） 

激甚災害指定基準は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 7 節 激甚災害の指定「第 4 激甚災害指

定基準」の定めに準ずる。 
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 ὡᾍꜘǵ  

 

将来にわたり災害による被害を最小化していくためには、過去の災害から教訓を導きだし、それ

に対していかに継続的な対策を実施していくかが重要である。大規模災害発生時の応急対策による

取組みが、町民の生命や生活を守るために十分に機能したのかを振り返り、その結果を地域防災計

画等に反映する等、防災・減災対策に生かすことにより町の防災体制の向上や、町民一人ひとりの

防災意識の向上等、防災に関する取組みの推進及び今後の災害発生時における被害の軽減に資する。 

そのため、過去の大規模災害等については、時間の経過に伴う風化や将来的な災害経験者の高齢

化等に伴い、災害に備えるための知恵や教訓が後世に語り継がれないことが懸念されるため、災害

対応の検証を実施した際は、災害教訓の伝承資料として、記録集等の作成に努める。 

 

 ǵὕ （町全課局館） 

検証の実施は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 8 節 災害対応の検証「第 1 検証の実施」の定

めに準ずる。 

 

 ̱Ѱ（総務課） 

検証体制は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 8 節 災害対応の検証「第 2 検証体制」の定めに

準ずる。 

 

 ǵᾍ （総務課） 

検証の対象は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 8 節 災害対応の検証「第 3 検証の対象」の定

めに準ずる。 

 

 （総務課） 

検証手法は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 8 節 災害対応の検証「第 4 検証手法」の定めに

準ずる。 

 

 ǵ ᾍ ǿǵ֚ （総務課） 

検証結果の防災対策への反映は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 8 節 災害対応の検証「第 5

検証結果の防災対策への反映」の定めに準ずる。 

 

 ὡ ǵ̟ （総務課・教育委員会） 

災害教訓の伝承は、風水害等災害対策編 第 4 章 第 8 節 災害対応の検証「第 6 災害教訓の伝

承」の定めに準ずる。 

 


